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明

代

漕

運

の

齢

-

1

茶

城

附

近

の

河

防

問

題
1

1

谷

光

隆

は

じ

め

に

一
明
代
の
漕
運
と
黄
河
の
河
流

二
潜
資
交
舎
と
茶
城
の
位
置

三

馬

家

橋

l
l子
房
山
新
河
と
梁
境
問

四
搭
山
支
河
・
羊
山
新
河
と
銀
口
閥

五
過
洪
入
間
と
其
の
程
限

お

わ

に

り
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t主

じ

め

明
代
に
お
い
て
は
天
津
よ
り
徐
州
に
至
る
ま
で
を
北
河
(
衡
漕
と
悶
漕
)

と
い
い
、
徐
州
よ
り
准
安
に
至
る
ま
で
を
中
河
(
河
漕
)
と
い
い
、
准
安
よ
り
揚
州
に
至
る
ま
で
を
南
河
(
湖
漕
)
と
い
う
。
右
の
う
ち
閑
漕
は

大
運
河
(
漕
河
〉
に
は
地
域
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
稽
が
あ
る
。

北
河
の
南
半
、
す
な
わ
ち
臨
清
か
ら
徐
州
に
至
る
ま
で
を
指
す
が
、
こ
の
部
分
は
改
・
掴
・
祈
・
洗
の
諸
水
、
こ
と
に
改
水
・
酒
水
の
河
流
を

利
用
し
て
い
る
。
ま
た
中
河
は
元
来
は
掴
水
の
下
流
で
あ
る
が
、
同
時
に
黄
河
の
河
流
を
そ
の
ま
ま
に
利
用
し
て
い
る
。
と
言
う
の
は
、
黄
河
は

明
代
に
な
る
と
開
封
の
附
近
か
ら
東
南
流
す
る
の
が
常
例
と
な
る
が
、
徐
州
を
経
て
准
安
近
傍
の
清
口
(
江
蘇
省
准
陰
豚
)
に
至
る
コ

l
ス
は
そ

の
中
の
一
つ
で
、
こ
と
に
弘
治
以
後
に
は
こ
れ
が
正
流
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
コ
l
ス
の
前
半
(徐
州
以
西
)



と
黄
河
(
休
河
〉
と
の
交
曾
黙
に
嘗
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
ほ
ぼ
休
河
の
故
道
を
奪
っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
半
〈
徐
州
以
東
〉
は
掴
水
の
故
遣
を
奪
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

つ
ま
り
徐
州
は
細
水
(間
漕
〉

い
わ
ゆ
る
「
沖
掴
交
流
」
の
地
で
あ
り
、
ま
た

「漕
黄
交
禽
」
と
も
い
う。

と
こ
ろ
で
明
代
末
期
に
な
る
と
、

こ
の
附
近
で
蓄
来
の
閉
漕

・
河
漕
と
は
別
に
、
幾
つ
か
の
新
し
い
河
這
が
開
撃
さ
れ
た
。
高
暦
三
十
二
年

李
化
龍
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
伽
河
(
李
家
港
l
t直
河
口
〉
は
そ
の
最
後
に
成
っ
た
も
の
で
、

運
の
幹
線
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
も
な
お
指
摘
し
検
討
す
べ
き
二
、
三
の
河
遁
が
あ
る
。

こ
れ
よ
り
後
、
清
朝
中
期
に
至
る
ま
で
久
し
く
漕

そ
し
て
そ
れ
等
が
何
故
に
開
撃
さ
れ
た
の

で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
要
す
る
に
茶
城
(
徐
州
の
北
三
十
里
〉
に
お
け
る
黄
水
の
齢
塾
を
避
け
て
、

よ
り
安
全
な
運
道
を
他
に
求
め
る
必

要
が
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
高
暦
徐
州
志
巻
三
、
漕
政
に
、

顧
漕
般
渡
准
歴
郊
。
険
浦
之
新
河
。
威
魚
坦
道
。
惟
其
中
二
洪
之
天
除
。
茶
城
之
易
壇
。
皆
在
徐
之
境
内
。

と
い
い
、
徐
州
洪

・
昌
梁
洪
の
天
険
と
と
も
に
、

州
志
巻
二、

河
防
に
、

黄
水
に
よ
る
茶
城
の
燦
塾
は
明
代
漕
政
の
重
要
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

ま
た
順
治
徐
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蓋
治
河
難
。
而
治
河
子
徐
尤
難
之
難
。

と
あ
り
、
治
河
の
難
は
徐
州
に
お
い
て
難
中
の
難
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
の
も
こ
れ
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
茶
城
の
投
塾
を
中
心
に
据
え
、
そ
の
附
近
に
お
け
る
新
河
の
開
撃
、

船
の
遁
洪
入
聞
の
程
限
に
つ
い
て
論
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

及
び
こ
れ
に
伴
う
閑
座
の
建
置
を
検
誼
し
、

さ
ら
に
漕

明
代
の
漕
運
と
黄
河
の
河
流

明
初
洪
武
の
時
代
の
漕
運
は
、
元
代
の
海
運
に
な
ら
い
、
揚
子
江
口
の
劉
家
港
ま
た
は
白
茄
港
を
出
て
黄
海
を
北
上
し
、
山
東
半
島
突
端
の

成
山
角
を
ま
わ
っ
て
溺
海
湾
に
入
り
、

遼
河
の
水
運
に
よ
っ
て
遼
陽

・
藩
陽
な
ど
に
達
し
た
。
永
繁
の
時
代
に
な
る
と
、
遼
東
へ
の
海
運
の
ほ

か
北
京
へ
の
海
運
も
行
わ
れ
た
が
、
更
に
こ
れ
を
補
う
た
め
、
別
に
内
地
の
自
然
河
川
を
利
用
す
る
道
を
聞
い
た
。
准
河
・

沙
河
の
流
れ
を
き

307 



308 

か
の
ぼ
っ
て
黄
河
に
入
り
、
河
南
省
新
郷
牒
附
近
の
八
柳
樹
に
お
い
て
一
旦
上
陸
し
、

陸
運
し
て
衡
河
に
至
り
、

こ
れ
を
下
っ
て
直
治
(
天
津

附
近
)
に
達
す
る
路
で
あ
る
。
こ
れ
も
既
に
元
代
に
試
み
ら
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
ル
l
ト
で
、

さ
き
の
海
運
に
針
し
て
陸
運
と
よ
ば
れ
た
が
、

途
中
に

一
七

O
里
(
一
塁
は
約
五
七
0
メ
ー
ト
ル
)
ば
か
り
の
陸
上
職
迭
匡
聞
が
あ
る
上
に
、

大
き
く
西
方
へ
迂
廻
す
る
ロ
ス
の
多
い
コ
l
ス
で

あ
る
。

そ
こ
で
、
元
代
に
開
撃
さ
れ
な
が
ら
も
そ
の
水
深
を
保
て
な
い
た
め
に
放
置
さ
れ
て
い
た
禽
通
河
が
、

再
び
脚
光
を
あ
び
て
改
修
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
永
築
九
年
施
工
五
箇
月
の
後
に
綾
工
し
た
。
禽
通
河
は
山
東
半
島
の
基
部
を
南
北
に
結
ぶ
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
ほ
ぼ
現
在
見
る

よ
う
な
位
置
に
大
運
河
は
完
成
し
、
江
南
と
北
京
と
の
距
離
は
大
い
に
短
縮
さ
れ
た
。

れ
、
も
つ
ば
ら
こ
の
第
三
の
コ

I
ス
に
南
北
の
連
絡
を
託
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
 

で
い
る
。

そ
の
結
果
、
永
祭
十
三
年
に
は
海
運
と
陸
運
が
底
止
さ

こ
の
大
運
河
に
よ
る
漕
糧
の
職
迭
を
河
運
と
よ
ん

さ
て
、
右
の
曾
通
河
な
る
名
稿
は
、

元
の
至
元
二
十
六
年
、

臨
清
よ
り
東
卒
豚
の
安
山
に
至
る
聞
の
運
河
(安
山
渠
)
が
竣
工
し

そ
の
南
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の
済
州
渠
と
直
結
し
た
と
き
、
世
組
に
よ
っ
て
興
え
ら
れ
た
も
の
で

明
代
に
お
い
て
も
寓
暦
曾
典
巻
一
九
六
、
河
渠
一
、
曾
逼
河
に
は
、
臨

清
よ
り
済
寧
に
至
る
ま
で
と
し
て
い
る
。

た
だ
明
史
巻
八
五
、
河
渠
三
、
運
河
上
に
は
、
臨
清
よ
り
茶
城
口

(徐
州
の
北
三
十
里
〉
に
至
る
ま
で

と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
曾
通
河
を
贋
義
に
解
律
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
こ
の
贋
義
の
解
緯
に

し
た
が
え
ば

そ
れ
は
問
河
(
附
漕
〉
と
一
致
す

る
こ
と
に
な
る
。
問
河
は
大
運
河
の
全
程
の
中
で
最
も
土
地
の
高
い
部
分
で
あ
り
、

そ
の
頂
黙
と
も
言
う
べ
き
虚
に
南
旺
湖
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
明
史
の
同
僚
に
よ
れ
ば
、
南
旺
よ
り
北
は
臨
清
に
至
る
ま
で
土
地
は
降
る
こ
と
九
十
尺
で
、

こ
の
聞
に
間
二
十
一
を
置
き
、

南
は
鎮
口
(
徐

州
)
に
至
る
ま
で
土
地
は
降
る
こ
と
百
十
六
尺
で
、

」
の
聞
に
間
二
十
七
を
置
く
と
言
っ
て
い
る
が

こ
の
よ
う
に
聞
の
教
が
多
い
の
は
、
土

地
に
高
低
の
差
が
大
き
く
、

ま
た
そ
の
水
源
は
改
河
・
掴
河

・
祈
河

・
洗
河
と
山
聞
の
諸
泉
で
、

運
河
に
必
要
な
水
量
を
十
分
に
保
持
す
る
こ

と
が
困
難
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
間
河
は
さ
ら
に
徐
州
よ
り
中
河
と
な
っ
て
東
南
流
し
、
清
口
〈
江
蘇
省
准
陰
豚
)
に
至

っ
て
准

河
の
本
流
に
合
流
す
る
。
問
河

・
中
河
は
要
す
る
に
伎
・
掴
の
河
流
を
そ
の
ま
ま
に
利
用
し
た
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
徐
州
以
北
の
み
な



ら
ず
徐
州
以
南
に
お
い
て
も
、
そ
の
水
量
は
決
し
て
漕
運
の
た
め
に
十
分
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
黄
河
の
水
流
を
導
く
と
い
う
問

題
が
生
ず
る
。

つ
ぎ
に
暫
く
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

ち
ょ
う
ど
北
征
の
途
上
に
在
っ
た

大
将
軍
徐
達
は
、

ま
た
永
祭
九
年
に
は
工
部
尚
書
宋
躍
・
刑
部
侍
郎
金
純
が
舎
逼
河
を
開
溶

こ
の
時
併
せ
て
前
年
開
封
で
決
壊
し
た
黄
河
の
河
道
を
蓄
に
復
し
、

た
。
明
史
巻
八
三
、
河
渠
一
、
黄
河
上
に
は
、

洪
武
元
年
に
は
黄
河
が
曹
州
の
讐
河
口
で
決
壊
し
て
魚
蓋
鯨
に
入
っ

た
が
、

(
魚
蓬
豚
)
を
聞
き
黄
河
を
引
い
て
酒
水
に
入
れ
漕
運
を
情
け
た
。

場
場
口

ノ

p
-
A
V

、.、

V
L
ふ

れ

カ

金
龍
口
〈
封
郎
豚
)
よ
り
場
場
口
に
下
し
て

改
水
に
曾
せ
し
め

是
時
曾
逼
河
己
開
。
黄
河
典
之
合
。
漕
遁
大
逼
。
建
議
罷
海
運
。

と
言
っ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
黄
河
を
導
い
て
投
水
・
酒
水
に
入
れ
る
こ
と
は
、
明
初
よ
り
す
で
に
そ
の
例
が
あ
る
が
、
中
期
以
後
そ
れ
が

常
態
と
な
っ
た
場
合
よ
り
顧
み
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
例
外
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

百
除
年
な
ら
ず
し
て
源
泉
の
過
半
は
浬
匿
し、

漕
河
は
た
だ
河
水
を
資
る
よ
う
に
な

っ
た
と
言
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工
部
三
、
治
水
下
の
僚
に
は
、
李
景
繁
の
論
と
し
て
、

せ
て
潜
河
の
水
は
潤
を
告
げ
な
か
っ
た
が
、

す
な
わ
ち
西
国
聞
見
録
巻
八
九
、

園
初
に
は
諸
泉
と
波

・
洗

・
酒
・

肝
の
水
を
合
わ

ぅ
。
ま
た
皇
明
経
世
文
編
巻
四
七
八
に
見
え
る
周
之
龍
の
「
漕
河
読
」
に
は
、
鎮
口
以
下
で
漕
運
を
行
う
に
は
、
正
統
以
前
に
在
つ
て
は
黄
河

を
藷
ら
ず
、
た
だ
技
・
掴
・
諸
泉
を
賀
り
て
准
に
達
し
て
い
た
が
、
景
泰
四
年
に
至
り
徐
有
貞
が
幾
陽
の
決
を
塞
ぎ
、
流
れ
を
分
か
っ
て
勢
い

を
殺
し
、
蘭
陽
よ
り
東
し
て
徐
州
に
至
っ
て
漕
河
に
入
れ
た
。
黄
河
が
漕
河
に
入
る
こ
と
は
此
れ
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
う
。
ま
た
皇
明
一融
化
類

編
、
漕
河
巻
九
八
に
は
、
劉
天
和
の
問
水
集
を
引
い
て
、
尚
書
宋
躍
も
卒
江
伯
陳
遭
も
た
だ
改
水
を
導
く
の
み
で
黄
河
を
引
か
ず
、
徐
有
貞

・

白
昂
・
劉
大
夏
の
諸
公
も
黄
河
を
責
り
て
漕
運
を
済
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
蓋
し
河
水
は
至
れ
ば
衝
決
し
、

去
れ
ば
訟
填
し
、

運
徒
常
な

ら
ず
、
害
は
利
よ
り
も
多
い
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
以
上
の
よ
う
な
次
第
で
、
諸
家
の
言
う
と
こ
ろ
は
巌
密
に
は
一

致
し
な
い
が
、
し
か
し
大

韓
と
し
て
言
え
ば
、
明
代
前
半
期
に
お
い
て
は
責
河
を
藷
り
て
漕
運
を
済
け
る
こ
と
は
比
較
的
に
少
な
か
っ
た
が
、
後
半
期
に
至
つ
て
は
む
し

309 

ろ
そ
れ
が
常
態
化
し
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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そ
こ
で
次
に
そ
の
理
由
を
尋
ね
て
見
る
に
、
元
の
至
正
四
年
、

黄
河
が
曹
鯨
の
白
茅
堤
お
よ
び
濃
州
の
金
堤
に
決
し、

山
東
・

河
南

・
江
蘇

の
接
壌
地
帯
が
贋
域
に
わ
た
っ
て
被
水
す
る
と
、

買
魯
が
純
治
河
防
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
そ
の
復
興
に
嘗
た

っ
た
が
、
こ
の
時
修
復
さ
れ
た
河
道

は
儀
封
燃
の
賞
陵
岡
か
ら
徐
州
城
東
北
隅
の
小
浮
橋
に
達
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
買
魯
河
で
あ
り
、

の
正
流
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
で
は
、
元
の
後
を
う
け
た
明
の
時
代
は
ど
う
か
と
言
う
に、

以
後
暫
く
の
聞
は
こ
の
責
魯
河
が
黄
河

明
初
以
来
成
化
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
責

河
は
或
い
は
頴
河
を
奪
っ
て
准
河
に
入
り
、
或
い
は
渦
河
を
奪
っ
て
准
河
に
入
り
、

或
い
は
大
清
河
を
奪
っ
て
溺
海
構
に
入
っ
た
。
こ
の
問
、

買
魯
河
の
コ

l
ス
は
常
に
支
流
と
し
て
の
存
在
を
績
け
て
お
り
、
概
し
て
水
量
に
乏
し
く
燦
塞
し
が
ち
で
、

漕
運
は
こ
れ
に
よ
り
屡
々
阻
害
さ

れ
る
欣
態
に
在

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
弘
治
八
年
に
は
、
劉
大
夏
の
河
工
に
よ

っ
て
再
び
買
魯
河
の

コ
l
ス
が
安
定
し
、

そ
れ
が
黄
河
の

正
流
と
し
て
、
以
後
、
清
の
威
豊
五
年
に
至
る
ま
で
三
百
六
十
年
の
長
き
に
わ
た

っ
て
縫
績
し
た
。

」
れ
は
黄
河
の
河
道
の
愛
遷
を
辿
っ
て
行

但
し
そ
れ
は
長
期
的
な
覗
貼
に
立
っ
て
総
括
的
に
そ
う
言
っ
た
ま
で
で
、
短

@
 

期
的
に
は
「
河
或
い
は
他
に
遷
徒
」
す
る
朕
況
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
次
章
に
お
い
て
開
設
す
る
こ
と
と
す
る。

く
と
き
、
極
め
て
重
要
な
輯
機
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が

と
に
か
く
明
代
、

こ
と
に
そ
の
後
牢
期
の
潜
運
に
お
い
て
は

そ
れ
は
特
に
徐
州
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黄
河
の
流
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

た
が
、

洪
・
目
梁
洪
を
通
過
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
。
前
者
は
徐
州
城
の
東
南
二
里
、

後
者
は
更
に
そ
の
東
南
六
十
里
に
在
っ
た
天
険
で
、
河
中

③
 

に
E
岩
大
石
が
盤
据
蛸
立
し
、
運
道
随
一
の
難
所
と
さ
れ
た
虚
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
改
め
念
頭
に
置
い
て

つ
ぎ
の
二
、
三
の
史
料
を
見
て

お
こ
う
。
ま
ず
、
皇
明
詠一
化
類
編
、
潜
河
巻
九
七
、
徐
巴
二
洪
の
僚
に
は
、

按
二
洪
必
受
賞
河
而
流
始
大
。
正
統
戊
辰
。
河
決
策
津
孫
家
渡
南
徒
。
衝
張
秋
山
院
。
一
五
い
僅
受
間
河
之
水
。

慶

府

武

髄

導

泌

水

。

下

入

梁

昔

話

建

議

野

。

出

徐

州
小
浮
橋
。
以
済
二
洪。

と
あ
り
、
二
洪
は
必
ず
黄
河
を
受
け
て
そ
の
流
れ
が
始
め
て
大
で
あ
り
、

不
可
以
舟
。
遁
議
従
河
南
懐

正
統
十
三
年
に
黄
河
が
後
津
牒
の
孫
家
渡
で
決
壊
し
た
と
き
に
は
、

二
洪
は
僅
か
に
問
河
の
水
を
受
け
て
舟
運
を
逼
守
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

⑤
 

に
出
し
二
洪
を
済
っ
た
と
言
う
。

そ
こ
で
懐
慶
府
の
武
捗
豚
よ
り
泌
水
を
導
い
て
徐
州
の
小
浮
橋

つ
ぎ
に
張
邦
奇
の
「
復
徐
州
洪
聞
記
」
(
道
光
銅
山
線
志
巻

一九
、
義
文
一一
)
に
は
、



顧
南
自
江
准
北
至
海
口
二
千
絵
里
。
其
閉
山
東
諸
泉
波
掴
諸
流
。
恒
不
足
以
済
。
率
頼
黄
河
入
之
。
然
後
水
勢
充
盈
。
漕
舟
利
鷲
。
乃
者

河
自
越
皮
案
南
趨
老
酒
。
而
不
復
経
徐
。
徐
州
小
浮
橋
断
流
。
而
徐
呂
二
洪
随
亦
告
場
。

と
あ
り
、
山
東
の
諸
泉
、
投
・
酒
の
諸
流
は
漕
運
を
済
う
に
足
ら
ず
、
率
ね
黄
河
の
こ
れ
に
入
る
に
頼
っ
て
然
る
後
に
水
勢
は
充
盈
す
る
。
そ

こ
で
さ
き
に
黄
河
が
越
皮
築
(
腕
陽
豚
)
で
決
壊
し
た
と
き
に
は
徐
州
の
小
浮
橋
は
断
流
し
、
徐
ロ
ロ
二
洪
も
ま
た
障
っ

て
酒
場
し
た
と
言
う
。

こ
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れ
は
嘉
靖
十
三
年
の
事
態
で
あ
る
。
ま
た
讃
史
方
輿
紀
要
巻
一
一
一
九
、
川
漬
六
、
漕
河
の
百
歩
洪
〈
H
徐
州
洪
)
の
割
註
に
は
、

河
臣
楊
一
魁
亦
言
。
園
家
運
道
。
原
不
責
於
河
。
全
河
初
出
宅
蕎
之
郊
。
以
不
治
治
之
。
故
歳
無
治
河
之
費
。
其
後
全
河
瀬
決
入
運
。
因

遠

賀

其

濯

職

。

:

:

:

既

而

二

洪

盆

澗

。

河

患

無

己

。

蓋

自

徐

巨

二

洪

至

清

河

五

百

四

十

里

。

重

運

出

其

乃
復
挽
黄
流
。

疏
徐
郊
運
河
。

開
。
欲
僅
以
技
酒
徐
波
済
之
。
必
不
得
之
数
失
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
暦
朝
の
河
臣
楊
一
魁
の
言
に
よ
れ
ば
、
園
家
の
蓮
道
は
も
と
黄
河
を
資
ら
ず
、
全
河
は
初
め
事
・
蕎
の
郊
(
渦
河
・
頴

河
の
コ
l

ス
〉
に
出
た
が
、
其
の
後
全
河
は
漸
く
決
し
て
運
河
に
入
る
よ
う
に
な
り
、
漕
運
は
遂
に
其
の
濯
轍
を
資
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て

二
洪
の
酒
渇
し
た
と
き
に
は
、

改
・
酒
の
除
流
の
み
で
は
こ
れ
を
済
う
に
足
ら
ず
、
黄
流
を
挽
い
て
徐

・
郊
の
運
河

(
H中
河
〉
を
疏
通
し
た
。

以
上
、
明
代
の
漕
運
に
お
い
て
黄
河
の
関
係
す
る
と
こ
ろ
を
纏
述
し
た
が
、
そ
れ
は
利
黙
の
あ
っ
た
反
面
に
大
き
な
紋
貼
を
伴
っ
た
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
出
劉
天
和
の
問
水
集
に
「
蓋
し
河
は
、
至
れ
ば
則
ち
衝
決
し
、
去
れ
ば
則
ち
淡
填
す
。
修
治
の
工
、
時
と
し
て
己
む
べ

き
無
く
、
遁
徒
常
な
ら
ず
、
害
は
利
よ
り
も
多
し
」
と
言
う
が
如
く
で
あ
る
。
次
章
以
下
は
専
ら
こ
の
黙
に
つ
い
て
論
述
す
る
。
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漕
責
交
舎
と
茶
城
の
位
置

き
て
、
拙
稿
首
面
の
問
題
は
茶
域
に
お
け
る
黄
水
の
淡
塾
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
ま
ず
知
っ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
掴
河
(
閥
漕
〉
と
黄
河
と
の
交
曾
貼
〈
漕
黄
交
曾
庭
〉
の
饗
遷
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
、
預
め
こ
れ
に
関
係
す
る
地
名
と
そ

の
地
理
的
位
置
を
調
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
最
初
に
同
治
徐
州
府
志
巻
一
一
、
山
川
孜
の
祖
水
の
項
を
見
る
と
、
嘉
靖
の
奮
志
を
引
い
て
、

311 
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:
・
五
里
受
北
溜
溝
水
。
西
岸
入
。
三
里
受
境
山
溝
水
。
東
山
芹
入
。
有
問
。

劃
岸
受
南
溜
溝
水
。
五
里
受
秦
溝
水
。
叉
五
里
受
濁
河
水
。

己
上
西
岸
溝
。
並
洩
湖
般
諸
水
。

迂
様
則
満
。
徐
時
則
恒
酒
。
叉
十
里
信
用
秦
梁
洪
末
直
渡
。
俗
名
末
麿
渡
。
受
烏
紫
溝
水
。
東
岸
入
。
十

七
里
有
三
里
溝
。
三
里
至
城
東
北
。
受
作
水
合
流。

:
・

と
あ
る
。
こ
れ
は
掴
水
の
東
西
南
山
厚
か
ら
流
入
す
る
諸
々
の
溝
渠
に

つ
い
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

今
、
論
旨
に
必
要
な
部
分
を
便
宜
園

示
す
る
と
、

北
溜
溝
|
|
l
南
溜
溝
|
|
奏
溝
|
|
濁
河
|
|
徐
州
城
東
北
(
休
水
)

と
な
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
西
岸
よ
り
流
入
す
る
も
の
で
、
湖
阪
の
諸
水
を
洩
し
、

芝
標
す
れ
ば
満
ち
、

徐
時
に
は
つ
ね
に
酒
れ
る
と
い
う①

 

濁
河
よ
り
更
に
三
十
里
に
し
て
徐
州
城
東
北
の
小
浮
橋
に
至
り
作
水

紋
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
秦
溝
と
濁
河
と
の
聞
の
距
離
は
五
里
で
あ
り
、

と
合
流
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
改
め
て
寓
暦
徐
州
志
巻
一
、
山
川
の
僚
を
見
る
と
、
右
の
四
つ
の
溝
渠
に
つ
い
て
は
次
の
如
く
記
載
し
て
い
る
。

〔
後
〕
⑥

在
城
北
二
十
里
。

醤
止
有
小
水
入
酒
。
今
一
昨
水
皆
由
此
出
。
隆
慶
中
投。

在
城
北
五
十
里
。
嘉
靖
末
年
。
黄
河
水
西
衆
由
此
出
。
今
治
。

在
城
北
六
十
里
。
阿
南
溜
溝
。

今
淡
。

濁

河
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南
溜
溝

北
溜
溝

秦

在
城
東
北
三
十
里
。
自
隆
慶
中
衝
成
大
河
。
今
作
水
由
之
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
徐
州
城
の
北
六
十
里
に
北
溜
溝
、
五
十
里
に
南
溜
溝
、
東
北
三
十
里
に
秦
溝
、
北
二
十
里
に
濁
河
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、

嘉
靖
志
の
記
載
と
は
少
し
く
そ
の
位
置
が
異
な
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
そ
れ
を
特
に
問
題
と
す
る
程
の
こ
と
は
な
い
。
ま
た
讃
史
方
輿
紀
要
巻

溝

二
九
、
江
南
一
一
、
徐
州
の
僚
に
記
載
す
る
北
溜
溝
、
南
溜
溝
、
秦
溝
の
位
置
は
蔦
暦
志
と
同
様
で
、

出
時
な
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
大
凡
の
見
嘗
は
つ
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、

溝
と
濁
河
で
あ
る
か
ら
、
更
に
こ
の
二
つ
を
取
り
出
し
て
詳
察
を
加
え
て
お
こ
う
。

「皆
な
昔
時
大
河
の
決
溢
せ
し
慮
、
遁

こ
れ
ら
の
う
ち
茶
城
の
淡
萱
に
直
接
関
係
の
深
い
の
は
秦



そ
れ
に
つ
い
て
前
出
、
同
治
徐
州
府
志
各
一
一
、
山
川
孜
を
見
る
と
、

其
古
水
道
則
有
休
水
。

と
言
い
、
こ
れ
に
注
し
て
、

:
:
:
按
今
堵
城
西
北
数
里
。
地
名
秦
溝
河
。
叉
南
四
里
。
地
名
濁
河
。
雄
皆
卒
陸
。
故
跡
略
存
。
叉
東
南
十
里
。
至
西
鎮
口
入
泊
。
鎮
口

問
亦
浬
。
猶
露
関
背
。
此
明
代
作
水
故
道
。
非
唐
宋
以
前
故
沖
也
。

と
あ
り
、其

明
時
故
河
。
在
堵
城
西
者
。
有
秦
溝
河
。

と
言
い
、
こ
れ
に
注
し
て
、

〔
鯨
志
〕
城
東
北
三
十
里
。
按
東
北
字
課
。
貫
正
北
。
明
隆
慶
中
成
大
河
。
今
後
。

沿
奮
文
。
即
明
之
作
水
故
道
。
:
:
:
醍
東
地
名
濁
河
。
割
秦
溝
下
滋
也
。

〔菱
州
士
山
〕
今
作
水
由
之
。
孫
運
錦
云
。
按
今
字
誤

と
あ
る
。

堵
城
の
南
四
里
に
濁
河
が
在
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

- 65ー

す
な
わ
ち
前
者
に
よ
れ
ば
、
堵
城

(
H茶
城
〉
の
西
北
数
里
に
秦
溝
河
が
在
り
、

る
。
ま
た
後
者
に
よ
れ
ば
、
埼
城
の
西
に
秦
溝
河
が
在
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
徐
州
城
の
東
北
三
十
里
と
い
う
の
は
誤
り
で
貫
は
正
北
三
十
里
で

@
 

あ
る
こ
と
、
及
び
濁
河
は
秦
溝
の
下
滋
に
在
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
秦
溝
と
濁
河
の
河
口
は
互
い
に
相
近
く
、
共
に
そ

れ
は
茶
城
に
お
い
て
酒
河
〈
閑
漕
)
に
注
い
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。

以
上
で
北
溜
溝
・
南
溜
溝
・
秦
溝
・
濁
河
の
地
理
的
位
置
に
つ
い
て
の
検
討
を
移
っ
た
の
で
、
次
に
は
漕
寅
交
舎
庭
の
饗
蓮
に
つ
い
て
述
べ

よ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
弘
治
八
年
の
劉
大
夏
の
河
工
で
黄
河
の
正
流
は
徐
州
城
東
北
隅
の
小
浮
橋
に
出
、
掴
河
(
運
河
〉
に
合
流
し
た
が
、

⑪
 

正
徳
三
年
以
後
黄
河
は
漸
く
こ
れ
よ
り
北
徒
し
、
概
ね
州
城
の
北
方
数
十
里
の
地
黙
で
合
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
史
巻
八
四
、
河
渠
二
、

黄
河
下
に
、

313 

初
黄
河
由
徐
州
小
浮
橋
入
蓮
。
其
河
深
且
近
洪
。
能
刷
洪
以
深
河
。
利
於
運
道
。
後
漸
徒
柿
鯨
飛
雲
橋
及
徐
州
大
小
溜
溝
。

至
嘉
靖
末
。
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決
郡
家
口
出
秦
溝
。
由
濁
河
口
入
蓮
河
。
浅
迫
茶
域
。
茶
域
歳
獄
。
運
這
数
害
。
首
内
暦
五
年
多
。
河
復
南
趨
出
小
浮
橋
故
道
。

未
幾
復
壇。

と
言
っ
て
い
る
の
は
其
の
大
勢
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
黄
河
が
小
浮
橋
で
運
河
に
合
流
し
て
い
た
時
に
は
、

徐
口
白
二
洪
に
も
近
く
河
底
を

嘉
靖
の
末
に
は
秦
溝
に
出
で
、

そ
の
後
河
口
は
浦
豚
の
飛
雲
橋
や
徐
州
の
大
小
溜
溝
(
大
溜
蒋
H

南
溜
溝
、
小
溜
溝
日
北
溜
溝
)
に
徒
り
、

ま
た
濁
河
口
よ
り
運
河
に
入
っ
て
、
茶
城
は
年
々
淡
堂
を
繰
り
返
し
運
道
に
害
が
あ
っ
た
と
言
う
。
こ
こ
で
問

題
に
な
る
の
は
そ
の
最
後
の

一
段
で
、
嘉
靖
の
末
に
黄
河
が
秦
溝
に
出
で
、
ま
た
濁
河
口
よ
り
運
河
に
入
っ
た
事
情
の
詳
細
で
あ
る
。
こ
の
貼

ま
ず
貫
録
、
高
暦
二
十
七
年
三
月
丁
亥
の
僚
に
は
、

に
つ
い
て
更
に
検
討
す
る
に
、

衝
刷
し
て
運
道
に
利
盆
が
あ
っ
た
が
、

黄
河
自
商
虞
而
下
。
歴
丁
家
遁
ロ

・
馬
牧
集

・
韓
家
這
口

・
趨
家
圏

・
石
将
軍
廟

・
南
河
口
。
出
小
浮
橋
。
下
二
洪
。

道
。
自
元
及
我
朝
嘉
靖
年
問
。
行
之
甚
利
。
至
三
十
七
年
。
北
徒
濁
河
。
而
此
河
途
淡。

乃
買
魯
老
黄
河
故

と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
黄
河
は
嘉
靖
年
聞
に
及
ぶ
ま
で
買
魯
河
の
コ

l
ス
を
取
っ
て
い
た
が
、

同
三
十
七
年
に
至
っ
て
濁
河
に
徒
り
、
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爾
来
買
魯
河
は
襟
塞
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
。
こ
の
嘉
靖
三
十
七
年
は
、

恐
ら
く
黄
河
が
濁
河
の
コ

l
ス
を
取
っ
た
最
初
の
事
例
で
あ
ろ

ぅ。

こ
の
年
黄
河
は
新
築
(
蹄
徳
府
の
北
三
十
里
〉
で
淡
塞
氾
濫
し
、

溝
、
小
溜
溝
、
秦
溝
、
濁
河
、
胴
脂
溝
(
浦
燃
の
東
)
、

棲
に
下
っ
て
五
小
股
に
分
か
れ
小
浮
橋
に
注
い
だ
。

河
流
は
北
従
し
て
湯
山
田
怖
の
北
に
出
で
、

皐
燃
の
段
家
口
に
趨
い
て
大
溜

飛
雲
橋
の
六
股
に
分
か
れ
運
河
に
入
り
、
ま
た
別
の
一
股
は
湯
山
の
竪
城
集
よ
り
郭
貫

こ
の
大
小
十
一
流
の
中
で
正
流
と
見
な
す
べ
き
も
の
は
濁
河
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
前
記
寅

録
の
記
載
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
賓
録
、
蔦
暦
五
年
十
一
月
壬
民
の
僚
に
は
、

先
是
嘉
靖
三
十
二
年
以
前
。
黄
河
甑
小
浮
橋
。
後
徒
部
補
鯨
飛
雲
橋
。
総
訴
徐
州
大
小
溜
溝
。
以
入
間
河
。
四
十
四
年
河
大
決
。
改
蕗
秦

溝
出
口
。
以
致
茶
城
歳
患
齢
洩
。

す
る
と
、

と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
黄
河
は
小
浮
橋
よ
り
北
徒
し
て
飛
雲
橋
、
継
い
で
大
小
溜
溝
よ
り
間
河
に
入

っ
た
が
、
嘉
靖
四
十
四
年
に
大
決

改
め
て
秦
溝
よ
り
出
で
、
茶
城
は
年
々
一
校
浅
を
患
う
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
。
こ
の
嘉
靖
四
十
四
年
の
黄
河
の
氾
濫
で
は
、

浦
豚



の
戚
山
(
懸
の
西
南
三
十
里
〉
附
近
を
鰹
て
秦
溝
に
出
る
コ

l
ス
と
、

盟
問
肺
の
牽
山
(
懸
の
東
南
三
十
里
〉
附
近
を
経
て
秦
溝
に
出
る
コ

l
ス
と
、

華
山
附
近
よ
り
分
か
れ
て
飛
雲
橋
に
出
る
コ

l
ス
が
生
じ
、
更
に
黄
水
は
漕
河
を
途
え
て
昭
陽
湖
に
漫
入
し
た
。
そ
の
針
策
と
し
て
工
部
尚
書

朱
衡
は
、
「
河
が
境
山
以
北
に
出
れ
ば
閑
河
は
淡
し
、
徐
州
以
南
に
出
れ
ば
二
洪
は
酒
れ
る
。
た
だ
境
山
よ
り
小
浮
橋
に
至
る
四
十
絵
里
の
聞

に
出
れ
ば
そ
の
害
が
な
い
。
い
ま
黄
河
の
南
流
し
た
も
の
は
秦
溝
に
出
た
が
、
そ
れ
は
境
山
の
南
五
里
に
在
る
の
で
、
こ
の
秦
嘩
怖
を
開
贋
し
て

黄
河
の
下
流
を
逼
ず
べ
き
で
あ
る
」
と
言
い
、
浦
師
怖
の
東
南
に
馬
家
橋
堤
三
寓
五
千
絵
丈
を
築
き
、

。

趨
く
よ
う
に
し
た
。

飛
雲
橋
に
出
る
河
流
を
阻
止
し
て
秦
溝
に

こ
う
し
て
嘉
靖
三
十
七
年
及
び
四
十
四
年
の
氾
濫
に
よ
り
、

黄
河
の
正
流
は
濁
河
、
つ
い
で
秦
溝
の
コ

l
ス
を
取
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
河
口
が
茶
城
相
近
の
地
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

志
各
一
八
、
徐
州
、
古
蹟
の
堵
城
の
項
に
は
、

そ
こ
で
改
め
て
茶
城
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
大
明

一
統

在
州
城
北
三
十
里
。
面
臨
掴
水
。
莞
州
人
謂
賓
中
城
日
時
。
輿
地
志
。
堵
城
古
崇
園
。
疑
謀
。

と
比
較
的
簡
単
に
見
え
て
い
る
が
、

讃
史
方
輿
紀
要
巻
二
九
、
江
南
一
一
、
徐
州
の
堵
城
の
項
に
は
こ
れ
を
承
け
て
、

在
州
北
三
十
里
。
面
臨
掴
水
。
亮
州
人
謂
貧
中
城
田
堵
。
蓋
南
北
朝
時
成
守
慮
也
。
今
謂
之
茶
城
。
帰
運
遁
所
躍
。

明
嘉
靖
末
。
黄
河
北

徒
。
城
建
魚
漕
責
交
曾
之
衝
。
後
河
口
東
移
。
茶
城
乃
魚
内
険。

と
や
や
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
茶
城
は
も
と
堵
城
と
い
い
、
徐
州
の
北
三
十
里
に
在
っ
て
酒
水
に
臨
み
、

運
道
の
経
る
所
で
あ
っ
た
が
、
嘉
靖

亮
州
の
人
は
中
城
(
ほ
ん
ま
る
。
内
城
)
を
賓
た
す
こ
と
を
堵
と
い
い
、
こ
の

- 67ー

末
年
に
黄
河
が
北
徒
し
て
か
ら
迭
に
潜
黄
交
舎
の
衝
と
な
っ
た
。

地
が
南
北
朝
の
と
き
成
守
の
慮
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
堵
城
の
名
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
か
ら
茶
城
に
穏
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
潜
季
馴
の
「
河
上
易
惑
、浮
言
疏
」

(
河
防
一
覧
巻

二
一
〉
に
、

時
の
音
は
『
集
韻
』
に
よ
れ
ば
直
加
切
で

n
r〆
で
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隆
慶
二
年
。
黄
河
衝
塞
濁
河
。
改
至
茶
域
。
輿
漕
交
舎
。
茶
城
之
稀
自
此
始
。

と
い
い
、
隆
慶
二
年
よ
り
茶
城
の
稽
が
始
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。
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馬
家
橋
1

1
子
房
山
新
河
と
梁
境
問

さ
て
、
前
章
の
記
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
茶
城
に
お
け
る
黄
水
の
淡
堂
は
隆
慶
に
入
っ
て
俄
か
に
盛
ん
と
な
っ
た
の
で
、
貫
録
、

同
三
年
七
月
壬
午
の
慨
に
は
「
茶
城
の
淡
塞
は
宜
し
く
水
退
く
を
侠
っ
て
乃
ち
疏
溶
す
ベ
し
」
の
語
が
見
え
、
以
後
こ
の
種
の
記
事
は
断
績
し

@
 

つ
つ
累
見
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
漕
船
の
通
行
に
多
大
の
障
害
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
疏
溶
を
繰
り
返
し
は
す
る

@
 

が
、
文
字
通
り
懸
河
の
勢
い
で
さ
し
た
る
成
功
を
牧
め
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
茶
城
の
後
堂
を
避
け
る
た
め
に
、

奮
河
と
は
別
に

新
河
を
聞
く
と
い
う
意
見
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
早
い
も
の
は
貫
録
、

同
年
同
月
庚
寅
の
僚
で
、

工
科
都
給
事
中
の
巌
用
和
が
治

河
鰹
久
の
策
を
立
て
る
べ
き
こ
と
を
上
言
し
た
の
に
封
し
、
工
部
が
、

・
:
其
秦
・
濁
二
河
。
易
機
難
疏
。
宜
子
梁
山
之
南
別
開
一
渠
。
遠
避
黄
水
。
以
菟
沙
後
之
患
。
計
無
便
子
此
者
。

:

と
言
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

梁
山

(
以
下
、
末
尾
の
河
防
一
貫
巻
て
全
河
園
設
参
照
)
の
南
に
別
に
一
渠
を
聞
こ
う
と
す
る

⑪
 

旨
を
承
け
て
現
地
を
覗
察
し
た
組
理
河
道
右
副
都
御
史
翁
大
立
の
意
見
で
あ
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の
で
あ
る
が
、
更
に
こ
れ
を
一
一
層
具
鎧
的
に
取
り
上
げ
た
の
は
、

る
。
貫
録
、
同
年
九
月
笑
酉
の
僚
に
は
そ
れ
が
、

臣
按
行
徐
州
。
循
子
房
山
。
過
梁
山
。
至
子
境
山
。
入
地
浜
溝
。
直
趣
馬
家
橋
。
上
下
八
十
里
開
。
可
別
開

一
河
以
漕
。

と
見
え
、
以
下
こ
れ
に
其
の
利
十
、
其
の
難
三
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
翁
大
立
は

子
房
山
よ
り
梁
山
、
境
山
、

地
浜
溝
を
鰹
て

馬
家
橋
に
至
る
八
十
里
の
開
(
其
の
利
十
の
第
五
僚
に
よ
れ
ば
、

馬
家
橋
よ
り
境
山
に
至
る
ま
で
四
十
皇
、

境
山
よ
り
徐
州
洪
に
至
る
ま
で
四
十
五
塁
で
計
八

十
五
里
〉
に
一
河
を
聞
く
こ
と
を
提
議
し
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
意
向
は
そ
の
翌
年
に
な
っ
て
や
や
出
変
更
さ
れ
た
。

そ
れ
は
四
年
七
月
に
山
東

の
沙
・
醇
・
改
・
掴
の
諸
水
が
膿
か
に
溢
れ
て
仲
家
偽
に
決
し
、
梁
山
の
下
、
張
孤
山
の
東
、
内
華
山
の
西
南
を
通
っ

て
戚
家
港
に
出
、

糞
河

に
合
流
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
こ
れ
に
開
溶
を
加
え
、
梁
山
|
|
張
孤
山
|
|
内
華
山
の
線
に
依
っ
て
堤
を
築
き
秦
溝
・
濁
河
の
淡

⑮
 

塾
を
避
け
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
疑
義
を
挟
む
向
き
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。



で
は
そ
の
結
果
は
ど
う
な
っ
た
か
と
言
う
に
、
貧
録
、
高
暦
二
年
間
十
二
月
己
丑
の
僚
に
は
、

先
是
議
開
馬
橋
至
子
房
新
河
。
督
理
河
道
縛
希
執
事
勘
稿
。
上
段
則
四
十
里
皆
水
。
下
段
則
数
十
里
伏
石
。
委
難
議
開
。
惟
梁
山
以
下
穿
羊

佑
⑫

山
。
出
左
洪
口
一
帯
。
便
子
開
溶
。
口
向
東
南
輿
黄
流
頗
順
。
弁
佑
合
用
銀
二
高
四
千
二
百
七
十
除
雨
。
且
新
奮
雨
河
必
有
一

通
。
可
保

高
全
。
宜
行
開
築
。
部
覆
報
可
。

と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
さ
き
に
翁
大
立
が
馬
(
家
)
橋
よ
り
子
房
(
山
)
に
至
る
新
河
を
開
撃
す
る
議
を
唱
え
た
の
で
、

督
理
河

道
の
縛
希
撃
が
改
め
て
現
地
調
査
を
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
上
段
(
馬
家
橋
l
|
境
山
)
の
四
十
里
に
は
水
が
漫
り
、
下
段
〈
境
山
|
|
子
房
山〉

の
数
十
里
に
は
伏
石
が
多
く
て
、
開
撃
は
困
難
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
翁
大
立
の
新
河
閉
塞
計
董
は
五
年
振

り
に
御
破
算
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
縛
希
撃
は
こ
れ
に
代
わ
る
新
河
の
開
撃
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
梁
山
よ
り
以

下
、
羊
山
を
穿
っ
て
左
洪
口
の
一
帯
に
出
れ
ば
開
溶
に
便
で
、

河
口
は
東
南
に
向
か
い
寅
流
と
頗
る
順
で
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
右
の
引

用
本
文
は
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
本
に
擦
っ
た
の
で
あ
る
が
、
附
腐
の
校
勘
記
に
よ
る
と
、
贋
方
言
館
本
及
び
抱
経
棲
本
で
は
「
左
洪

口
」
は
「
右
洪
ロ
」
に
作
っ
て
い
る
と
言
う
。
し
か
し
卑
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
右
洪
口
」
で
は
な
く

「
古
洪
口
」
と
あ
る
べ
き
も
の
と
思
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ぅ
。
す
な
わ
ち
痔
希
撃
は
梁
山
|
|
羊
山
1

1
古
洪
口
の
線
で
新
河
を
開
撃
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に

つ
い
て
は

後
章
に
お
い
て
開
設
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
痔
希
撃
の
手
が
け
た
関
係
の
河
防
工
事
と
し
て
、

言
し
て
お
こ
う
。
境
山
は
徐
州
城
の
北
四
十
里
〈
し
た
が
っ
て
茶
城
の
北
十
里
)
に
在
り
、
西
は
掴
水
に
臨
ん
だ
慮
で
、
そ
の
北
に
奮
と
境
山
聞

が
在
っ
た
。
こ
の
聞
は
天
順
四
年
に
創
建
さ
れ
た
積
水
聞
で
、
そ
の
後
腰
聞
と
な
っ
て
い
た
の
を
嘉
靖
二
十
年
に
再
建
し
た
が
、
し
か
し
こ
れ

も
や
が
て
腰
聞
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
黄
河
が
秦
溝
に
出
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
は
、
こ
れ
を
今
ま
で
の
よ
う
に
放
置
し
て
お
く
こ

と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
と
言
う
の
は
、
秦
溝
は
境
山
の
南
僅
か
に
五
里
に
在
る
の
で
、
掴
水
に
出
た
黄
水
が
勢
い
に
よ

っ
て
遡
行
す
る
と
、

境
山
の
北
二
十
里
に
在
る
責
家
閉
ま
で
も
淡
塞
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
新
河
H
夏
鎮
河
(
留
城
|
|南
陽
〉
の
諸
聞
に
も
そ
の
影
響
が
及

境
山
閉
の
復
建

(
H梁
境
閑
の
建
置
)
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
こ
と
を
附

317 
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⑮
 

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
境
山
聞
を
修
復
す
る
こ
と
が
焦
眉
の
急
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
意
見
の
最
も
早
く
現
わ
れ
る
も
の
は
、
貫
録
、
隆
慶
四
年

三
月
壬
申
の
僚
で
、
工
部
が
御
史
楊
家
相
の
陳
言
三
事
を
覆
し
た
中
に
、

境
山
諮
問
。
日
就
額
控
。
宜
及
時
修
理
。

と
見
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
翠
な
る
意
見
で
な
く
寅
行
に
移
さ
れ
た
の
は
、

明
史
巻
八

五
、
河
渠
三
、
運
河
上
に
は
、
高
暦
元
年
、
組
河
侍
郎
の
高
恭
が
上
言
し
、
故
基
に
因
っ
て
境
山
の
奮
聞
を
復
し
た
こ
と
を
記
載
し
て
い
旬
。

そ
こ
で
改
め
て
こ
れ
を
検
討
す
る
に
、

貫
録
、
同
年
四
月
乙
亥
の
僚
に
は
、
工
部
が
境
山
聞
を
修
復
せ
ん
こ
と
を
請
い
、
そ
の
議
は
寓
恭
に
震

ま
た
九
月
丁
未
の
僚
に
も
、
工
部
が
、
境
山
の
上
下
に
於
い
て

一
間
を
建
て
、
沙
が
濯
げ
ば
閉
し
て
避
け
、

水
が
積
れ
ば

や
や
下
っ
て
蔦
暦
に
入
つ
て
の
こ
と
で
あ
り
、

し
た
こ
と
を
記
し
、

放
っ
て
衝
す
べ
き
を
上
奏
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

一
方
、
高
暦
徐
州
志
巻
三
、

漕
政
の
境
山
鎮
閣
の
項
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
は
禽
暦
二
年
に
線

河
都
御
史
の
待
希
撃
が
、
境
山
の
南
に
即
い
て
、
知
州
劉
順
之
・
判
官
余
園
英
に
命
じ
て
閉

一
座
を
創
建
せ
し
め
(
河
)
防
を
な
し
た
と
説
明

し
て
い
る
。
つ
ま
り
貫
録
と
地
志
の
記
述
を
総
合
す
る
と
、

建
問
を
説
抗
議
し
た
の
は
寓
恭
で
あ
る
が
、

と
言
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
首
問
暦
曾
血
ハ
巻
一
九
六
、
工
部
、
河
渠
一
、
黄
河
の
燦
に
、

工
程
を
指
揮
し
た
の
は
待
希
撃
で
あ
る
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首
内
暦
元
年
。
茶
城
復
淡
。
修
建
境
山
問
。
弁
護
房
村
等
蕗
堤
岸
。
及
築
造
堤
。

と
あ
る
の
は
護
議
に
基
づ
い
た
記
述
で
あ
り
、
同
巻
一
九
七
、
工
部
、
河
渠
二
、
聞
編
の
僚
に
、

梁
境
問
離
一
羽
吋
調
。

と
あ
る
の
は
工
程
に
基
づ
い
た
記
述
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
た
に
建
置
さ
れ
た
こ
の
間
座
は
、

多
少
そ
の
位
置
を
異
に
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

嘗
来
の
ご
と
く
境
山
間
と
は
言
わ
な
い
で
梁
境
問
と
言
っ
た
が
、

醤
聞
は
境
山
の
北
に
在
っ
た
が
、
新
閉
は
境
山
の
南
に
在
っ
た
。

一
、
山
川
の
傑
に
よ
れ
ば
、

徐
州
城
の
東
北
三
十
里
に
築
山
が
在
り
、
築
山
の
北
二
里
に
内
華
山
が
在
り
、

そ
れ
は
新
開
は
奮
聞
と

そ
し
て
高
暦
徐
州
志
巻

内
華
山
の
北
二
里
に
梁
山
が
在
る



か
ら
、
梁
山
は
徐
州
城
の
北
三
十
四
里
、
し
た
が
っ
て
境
山
の
南
六
里
に
在
る
こ
と
に
な
る
が
、
梁
境
聞
は
境
山
の
南
、

梁
山
の
北
に
置
か
れ

た
所
か
ら
こ
の
名
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
位
置
よ
り
考
え
る
と
、
梁
境
問
は
つ
ま
り
秦
溝
の
溝
口
に
極
め
て
近
く
建
置
さ
れ
た
も
の

で
、
遡
行
す
る
寅
流
を
防
禦
す
る
第
一
線
の
開
門
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
旬
。

四

塔
山
支
河
・
羊
山
新
河
と
鎮
口
問

前
述
の
よ
う
に
翁
大
立
の
提
唱
に
な
る
新
河
の
開
撃
は
、
現
地
を
再
調
査
し
た
結
果
、

と
に
か
く
施
工
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
沙
汰
止
み
と

な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

丁
度
そ
れ
と
同
じ
頃
、
別
に
智
慮
龍
に
よ

っ
て
一
つ
の
新
河

(
1塔
山
支
河
〉
が
開
撃
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聞
の
事
情
に

つ
い
て
は
首
尾
一

貫
し
た
記
述
に
乏
し
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
都
給
事
中
常
居
敬
の

「欽
奉
数
議
査
理
河
漕
疏
」
(
河
防

一
党
各
一
四
〉
に
よ

っ
て
僅
か
に
そ
の
輪
廓
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
黄
河
が
秦
溝
に
出
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
戚
家
港
(
茶
城
附
近
〉
の
一
帯
は
水

勢
端
溜
の
た
め
に
漕
舟
を
牽
挽
す
る
こ
と
が
頗
る
困
難
と
な
り
、
そ
の
覆
溺
す
る
も
の
も
多
数
に
上
っ
た
。
そ
こ
で
見
任
侍
郎
の
釘
雁
龍
が
副

使
で
あ
っ
た
時
、
別
に
「
塔
山
支
河
」
一
道
を
聞
い
て
舟
を
行
る
こ
と
数
年
、
頗
る
利
便
を
稿
さ
れ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
開
撃
は
さ
れ
た
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も
の
の
利
用
さ
れ
た
の
は
数
年
に
止
ま
る
と
い
う
、

少
し
く
検
討
を
加
え
て
お
こ
う
。

い
わ
ば
一
種
の
幻
の
支
河
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
そ
の
施
工
の
年
代
と
場
所
に
つ
い
て
今

先
ず
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
苦
慮
誌
が
副
使
で
あ
っ
た
時
で
あ
る
と
い
う
。
よ
っ
て
園
朝
列
卿
記
巻
一
五

O
、
太
僕
寺
卿
行
寅
に
見
え
る
同

人
の
俸
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
彼
は
嘉
靖
壬
氏
(
四
十
一
年
〉
の
準
土
で
、

累
官
し
て
寓
暦
元
年
徐
州
兵
備
副
使
に
陸
り
、
四
年
さ
ら
に
新

江
参
政
に
陸
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
改
め
て
貫
録
に
つ
い
て
こ
れ
を
検
誼
し
て
み
る
と
、
元
年
二
月
丙
寅
の
僚
に
、

陸
湖
贋
左
参
議
釘
謄
龍
。
震
山
東
副
使
整
筒
徐
州
等
慮
兵
備
。

と
あ
り
、
四
年
十
二
月
美
酉
の
僚
に
、

陸
山
東
副
使
釘
膳
龍
。
鴛
漸
江
左
参
政
。
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と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
に
よ
る
と
、
彼
が
山
東
按
察
司
の
副
使
と
な
っ
て
徐
州
の
兵
備
を
整
筒
し
た
の
は
、

首
内
暦
元
年
二
月
よ
り
同
四
年
十
二

但
し
貫
録
に
も
舎
典
に
も
こ
れ
に
閲
す
る
記

月
に
至
る
聞
で
あ
る
か
ら
、
塔
山
支
河
の
開
撃
も
や
は
り
こ
の
聞
に
行
わ
れ
た
に
相
違
な
い
が
、

裁
は

一
切
見
首
た
ら
な
い
。

つ
ぎ
に
そ
の
場
所
の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
塔
山
支
河
と
い
う
以
上
、
そ
れ
は
塔
山
の
麓
を
経
由
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
首
両

@
 

暦
徐
州
志
巻
一
、
山
川
の
僚
に
よ
れ
ば
、
こ
の
塔
山
は
徐
州
城
の
東
北
二
十
五
里
に
在
る
。
し
か
し
肝
心
の
塔
山
支
河
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
そ
の
存
在
を
指
摘
す
る
何
等
の
記
事
も
見
出
せ
な
い
。
ま
た
讃
史
方
輿
紀
要
巻
一

二
九
、
川
漬
六
、
漕
河
の
僚
に
は
、
河
湾
考
を
引
い
て

そ
の
文
は
さ
き
の
常
居
敬
の
上
疏
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
り
、
僅
か
に
異
な
る
貼
と
し
て
は
、

そ
れ
が
責

い
ず
れ
に
し
て
も
雨
書
の
記
述
は
極
め
て
漠
然
た
る
も
の
で
あ
り
、
殆
ん
ど
検
討
の
手
懸

塔
山
支
河
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、

河
の
北
岸
に
聞
か
れ
た
と
言
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。

り
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
や
や
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
の
は
、
後
年
、
こ
の
支
河
に
沿

っ
て
陸
場
が
構
築
さ
れ
た
際
の

記
録
を
通
じ
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
清
一
統
志
巻
六
九
、
徐
州
府
、
山
川
の
奮
漕
河
の
項
を
見
る
と
、
首
問
暦
十
七
年
に
河
臣
の
潜
季
馴
が

塔
山
・
牛
角
轡
に
於
い
て
陸
場
を
増
築
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
嘗
の
潜
季
馴
が
治
河
全
般
の
要
領
を
取
り
纏
め
て
書
い
た

「河
防
除

要
」
(
河
防
一
覧
巻
=
一
)
の
文
に
よ
る
と
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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一
塔
山
牛
角
潤
等
纏
堤
鎮
口
古
洪
二
問
。
以
東
多
傍
山
麓。

以
西
一
草
卒
噴
。
濁
河
経
流
。
更
無
堤
防
。
黄
水
出
岸
。
横
裁
問
河
。
腹

心
受
病
。
放
於
塔
山
支
河
接
築
纏
堤
九
百
四
十
二
丈
。
而
牛
角
間
係
茶
城
運
河
奮
渠
。
叉
築
場
一
道
。
東
接
塔
山
。
西
接
長
堤
。
幾
二
里

許
。
以
遁
責
流
傍
入
。
但
靖
地
原
係
河
身
。
下
多
積
沙
。
創
築
卑
薄
。
連
歳
失
守
。
肘
肢
震
患
。
己
於
本
場
之
南
。
自
奮
纏
堤
支
将
軍
廟

起
。
東
接
塔
山
。
増
築
長
堤
七
百
険
丈
。
頗
得
重
門
禦
暴
之
意
。
多
春
之
際
。
多
加
智
護
。
伏
秋
之
時
。
霊
夜
防
守
。
預
掛
椿
草
。
以
備

不
虞
。
夏
鎮
第
一
要
害
。
宜
輝
心
力
勿
忽
。

今
そ
の
要
貼
を
摘
記
す
れ
ば
、
黄
水
が
間
河
を
横
載
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
塔
山
支
河
に
於
い
て
纏
堤
九
百
四
十
二
丈
を
接
築
し
た
。
牛

角
湾
は
問
河
が
茶
城
に
至
る
運
河
の
諸
国
渠
で
あ
る
の
で
、
東
は
塔
山
に
接
し
西
は
長
堤
〈
黄
河
堤
)
に
接
す
る
こ
里
ば
か
り
の
聞
に
婿
一
道
を
築



き
黄
流
の
傍
入
を
遁
め
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
卑
薄
で
あ
っ
た
か
ら
、
さ
ら
に
本
場
の
南
に
於
い
て
、
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の
支
時
府
軍
廟
よ
り
起
こ
り
東
は
塔
山
に
接
す
る
ま
で
に
長
堤
七
百
徐
丈
を
増
築
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
同
書

巻
一
の
「
全
河
園
読
」
の
中
に
も
明
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
塔
山
と
後
の
鎮
ロ
開
河
と
の
問
、
及
び
奮
纏
堤

(
黄
河
堤
)
と
塔
山
と
の
聞

に
堤
防
を
重
き
、
前
者
に
は
「
寓
暦
十
七
年
題
築
堤
九
百
齢
丈
」
と
記
入
し
、
後
者
に
は

「寓
暦
十
八
年
題
築
堤
七
百
齢
丈
」
と
記
入
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
塔
山
支
河
の
纏
堤
な
る
も
の
の
所
在
は
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
塔
山
支
河
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
こ
に
も
全
く
そ
の
記
入
が
見
ら
れ
な
い
。

(
西
は
〉
奮
纏
堤
(
黄
河
堤
〉

と
こ
ろ
で
、
先
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
こ
の
塔
山
支
河
は
開
撃
後
わ
ず
か
数
年
に
し
て
早
く
も
齢
阻
し
た
の
で
、

@
 

開
撃
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
最
も
要
領
を
得
た
記
述
は
「
河
上
易
惑
浮
言
疏
」
中
の

一
節
で、

叉
こ
れ
に
代
わ
る
新
河
が

首
門
暦
七
八
九
十
等
年
。
〈
茶
滅
)
訟
塞
尤
甚
。
至
十
一
年
間
。
該
中
河
郎
中
陳
茨
。
議
呈
漕
撫
向
書
凌
雲
翼
。

改
漕
河
於
古
洪
出
口
。
卸
今

之
鎮
口
問
河
也
。
期
建
内
華
古
洪
二
問
。
遁
互
啓
問
。
齢
難
深
入
。
而
去
黄
河
口
僅
一
里
。
挑
溶
甚
易
。
人
頗
使
之
。
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と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
暦
十

一
年
に
中
河
郎
中
の
陳
漢
が
建
議
し、

奮
河
の
コ

l
ス
を
改
め
て
古
洪
に
お
い
て
出
口
し
、
内
華
・

古

洪
の
二
聞
を
期
建
し
た
。
そ
し
て
古
洪
聞
の
位
置
は
黄
河
口
を
去
る
こ
と
一
里
で
あ
る
。
こ
れ
は
賞
録
に
は
同
年
三
月
己
亥
の
僚
に
、

工
部
覆
漕
運
向
書
凌
雲
翼
題
稿
。
徐
州
戚
家
港
溜
念
。
運
綬
難
行
。
議
開
新
渠
建
問
。
境
山
贋
岡
田
梁
境
問
。
新
河
中
間
日
内
華
問
。
新

河
口
問
日
古
洪
問
。
乞
移
洛
吏
部
。
子
梁
境
問
専
設
問
官
一
員
。
内
華
古
洪
二
閑
共
設
問
官
一
員
。
弁
祭
給
篠
記
。
従
之
。

と
見
え
て
お
り
、
境
山
の
腰
聞
を
梁
境
問
と
白
い
、
新
河
の
中
間
を
内
筆
閑
と
日
い
、
新
河
の
口
聞
を
古
洪
聞
と
日
っ
て
、
梁
境
問
に
は
間
官

@
 

一
員
を
専
設
し
、
内
華
・
古
洪
の
二
閉
に
は
合
わ
せ
て
問
官
一
員
を
設
け
た
と
い
う
。
境
山
の
慶
聞
は
蔦
暦
二
年
に
復
建
さ
れ
て
梁
境
問
と
な

っ
た
が
、
新
河
は
こ
の
梁
境
問
よ
り
嘗
河
の
コ

l
ス
と
分
か
れ
、
茶
城
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
新
建
の
内
筆
閑

l
l
古
洪
閉
を
経
て
黄
河
に
舎

@
 

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
西
国
関
見
録
巻
三
八
、
戸
部
七
、
湾
運
後
の
周
夢
陽
自
に
は
、

郎
中
陳
君
襲
。
力
従
茶
城
迩
北
。
開
新
河
十
一
里
接
奮
。
新
河
入
河
。
改
境
山
一
問
。
而
増
梁
境
・
内
華

・
古
洪
三
問
。
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と
あ
る
か
ら
、
こ
の
新
河
の
全
長
は
十
一
里
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
河
口
は
茶
城
の
東
八
里
に
在
つ
向
。

と
に
か
く
右
の
よ
う
に
し
て
蔦
暦
十
一
年
に
は
塔
山
支
河
に
代
わ
る
新
河
が
閉
塞
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

部
、
河
渠
一
、
黄
河
徐
呂
二
洪
羊
山
新
河
附
の
僚
を
見
る
と
、

一
方、

高
暦
曾
典
巻
一
九
六、

工

羊
山
新
河
。
宮
内
暦
十
一
年
議
准
。
由
昭
霊
洞
南
糞
河
出
口
。
歴
羊
山
・
内
華
山
・

梁
山
。
接
境
山
。
開
河
置
問
。
以
避
戚
港
之
溜
。

と
い
う
記
載
に
逢
着
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
高
暦
十
一
年
に
昭
璽
洞
の
南
に
嘗
た
る
黄
河
よ
り
、

羊
山
|
|
内
華
山
|
|
梁
山
を
歴
て
、
境

山
に
接
す
る
と
こ
ろ
ま
で
新
河
が
聞
か
れ
、

こ
れ
に
閑
座
が
置
か
れ
た
。

そ
れ
は
戚

(
家
)
港
の
急
溜
を
避
け
る
の
が
目
的
で
あ
り
、

こ
れ
を

「
羊
山
新
河
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
右
の
コ

l
ス
に
つ
い
て
吟
味
す
る
に
、
蔦
暦
徐
州
志
巻

一
、
山
川
の
僚
に
よ
れ
ば
、
案
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山
は

(
徐
州
)
城
の
東
北
三
十
里
に
在
り
、
張
弧
山
は
築
山
の
南
ニ
里
に
在
り
、
羊
山
は
築
山
の
南
一
里
に
在
り
、
内
華
山
は
案
山
の
北
二
里

に
在
り
、
梁
山
は
内
華
山
の
北
二
里
に
在
り
、
境
山
は
(
徐
州
〉
城
北
四
十
里
に
在
る
か
ら
、

便
宜
こ
れ
を
園
示
す
る
と
、

失
の
よ
う
に
な
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る

山

山

内華山

山

山

張弧山

境

梁

纂

羊

6里

2里

2里

ま
た
同
治
徐
州
府
志
巻
一
一
、

山
川
孜
に
よ
れ
ば
、
羊
山
・
築
山
・
内
花
山
は
祖
水
の
故
道
に
臨
み
、

前
明
の
時
に
は
運
道
が
此
れ
に
由
っ
た

と
い
う
。
雨
志
の
こ
う
し
た
記
述
を
も
参
照
す
る
と
、
陳
瑛
・
凌
雲
翼
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
前
掲
の
新
河
こ
そ
、

舎
典
に
い
う
羊
山
新
河
に
外

な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
文
そ
れ
は
さ
き
に
縛
希
撃
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
新
河

(梁
山
|
|
羊
山
|
|
古
洪
口
)
と
も
殆
ん
ど
同
じ
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

羊
山
新
河
の
開
撃
に
つ
い
て
は
大
要
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
補
読
す
べ
き
は
、

そ
の
後
五
年
を
経
て
古
洪
閑
の
下



流
に
更
に
も
う
一
つ
鎖
口
聞
が
増
建
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
蔦
暦
十
五
年
の
秋
、
黄
河
の
暴
濯
に
よ
っ
て
古
洪
聞
の
一
帯
が
淡
塞
し、

@
 

回
空
の
船
隻
(
京
師
よ
り
南
蹄
す
る
漕
船
)
が
通
行
を
阻
ま
れ
た
こ
と
を
直
接
の
契
機
と
す
る
も
の
で
、

貫
録
の
翌
十
六
年
四
月
葵
亥
の
僚
を
見

る
と
、
勘
理
河
道
科
臣
の
常
居
敬
が
督
臣
告
庭
龍
と
共
に
、
古
洪
間
外
に
お
い
て
鎮
口
問
一
座
を
加
え
る
こ
と
を
建
議
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ

の
詳
細
は
彼
の
「
欽
奉
敷
識
査
理
河
漕
疏
」
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

一
添
造
問
座
以
便
防
守
。
査
得
古
洪
内
華
矯
入
運
首
問
。
先
因
規
制
未
堅
。
啓
閉
不
時
。

一
週
暴
様
。
途
多
淡
塞
。
今
古
洪
等
閑
巳
奉
旨

改
造
。
加
石
数
居
。
似
己
得
策
。
但
自
古
洪
以
至
河
口
。
向
有
一
百
八
十
除
丈
。
毎
遁
閉
閉
外
成
灘
浅
。
南
岸
上
限
叉
易
奔
潰
。
奔
岸
之

土
興
黄
水
之
沙
弁
填
其
中
。
無
惑
乎
阻
塞
之
易
也
。
且
鮮
貢
船
隻
勢
難
久
待
。
古
洪
失
守
直
至
梁
境
@
数
里
淡
填
。
誠
難
矯
力
。
合
仰
於

古
洪
以
外
酌
中
之
所
。
相
捧
堅
地
添
建
銀
口
間
一
座
。
長
期
腐
題
。
寛
撃
間
宮
。
以
便
停
泊
。
南
北
両
岸
倶
用
格
堵
廟
護
。
共
銀
二
千
三

百
雨
。
如
船
入
銀
口
。
則
念
閉
上
問
。
候
外
閉
既
閉
。
漸
次
而
啓
。
庶
彼
此
聯
貫。

既
可
以
蓄
内
漕
之
水
。
開
防
巌
密
。
叉
可
於
禦
外
河

古
洪
間
・
内
華
聞
は
運
河
に
入
る
首
閉
で
あ
る
が
、
先
に
は
規
制
が
堅
か
ら
ず
啓
聞
が
時
な
ら
ざ
る
に
因
って、

@
 

え
ば
齢
塞
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
今
、
古
洪
閑
は
す
で
に
改
造
し
て
石
数
屠
を
加
え
た
が
、
但
だ
古
洪
問
よ
り
河
口
に
至
る
ま
で
は
な
お
一

一
た
び
黄
河
の
暴
漉
に
遇
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之
源
。
重
門
禦
暴
。
防
守
自
使
。
此
外
縦
有
後
浅
。
所
除
無
幾
。
侠
黄
水
少
落
。
而
以
盈
漕
之
水
衝
之
。
勢
自
易
易
失
。
伏
乞
聖
裁
。

百
八
十
齢
丈
あ
る
の
で
、
閉
聞
の
際
に
外
は
灘
洩
を
成
し
、
奔
岸
の
土
と
黄
水
の
沙
と
が
弁
び
に
其
の
中
を
填
め
る
。

且
つ
鮮
貢
船
隻
は
何
時

で
も
直
ち
に
逼
過
さ
せ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
古
洪
間
よ
り
梁
境
問
に
至
る
ま
で
が
淡
填
す
る
。

そ
こ
で
古
洪
閑
の
外
に
適
嘗
な
竪
地

た
と
い
後
浅
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
河
口
ま
で
の
距
離
は
幾
く
も
な
い
か
ら
、
実
水
が
少
し
く
落
ち

を
揮
ん
で
鎮
口
問
一
座
を
添
建
す
れ
ば
、

る
の
を
倹
ち
盈
漕
の
水
を
以
っ
て
之
れ
を
衝
け
ば
、
溶
糠
の
功
は
勢
い
と
し
て
自
ず
か
ら
容
易
で
あ
る
。

こ
れ
が
鎖
ロ
閉
一
座
を
添
建
す
る
に
つ
い
て
の
趣
意
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
目
的
を
以

っ
て
増
築
さ
れ
た
新
聞
の
位
置
は
、

@

@

 

と
八
十
丈
で
あ
り
、
そ
れ
は
茶
城
の
東
南
十
里
に
嘗
た
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
よ
り
後
は
羊
山
新
河
の
こ
と
を
一
に
「
鎮
口
問
河
」
と
も

@
 

言
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

河
口
を
去
る
こ

323 
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洪
間
と
な
ん
ら
幾
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

か
つ
て
の
古@

 

而
し
て
河
渠
淡
澱
す
」

@
 

と
い
う
清
黄
交
接
慮
(
漕
黄
交
禽
庭
)
に
繋
る
問
題
は
依
然
と
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
潜
季
馴
が

「申
巌
鎮
ロ
閉
禁
疏
」
(
河
防

一
覧

巻
九
)
を
上
っ
た
の
も
そ
の
故
で
あ
る
。

「
黄
水
一
た
び
設
す
れ
ば
則
ち
黄
強
清
弱
、
倒
濯
し
て
漕
に
入
り
、

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
新
し
く
建
置
さ
れ
た
鎮
口
問
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
が
河
口
に
臨
む
第

一
関
門
と
し
て
の
性
格
と
候
件
は
、

と
に
か
く
銀
口
聞
に
お
い
て
も
黄
流
に
よ
る
後
浅
は
毎
年
の
こ
と
で
、
挑
溶
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
更
に
附
言
す
べ
き

は
東
鎮
口
問
の
添
設
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
清
一
統
志
巻
六
九
、
徐
州
府
、

堤
堰
の
鎖
ロ
聞
の
項
に
は
、

在
銅
山
鯨
北
二
十
里
。
相
近
有
東
鎮
口
問
。
叉
古
洪
閉
在
城
北
二
十
五
里
。
内
華
間
在
城
北
三
十
里
。
梁
境
問
在
州
北
四
十
里
。
資
家
閉

在
州
北
六
十
里
。
皆
明
蔦
暦
中
設
。

と
あ
り
、
首
問
暦
中
、

鎖
ロ
聞
の
相
近
に
お
い
て
別
に
ま
た
東
鎖
ロ
閉
が
建
置
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

そ
の
聞
の
事
情
に

つ
い
て
は
貫
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録
、
十
九
年
七
月
丁
卯
の
僚
に
記
載
が
あ
る
。

除
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
、

そ
れ
に
よ
る
と
、
銀
口
聞
に
お
い
て
挑
溶
を
行
う
と
き
に
は、

糧
般

・
民
船
が
数
日
開
停
留
を

そ
こ
に
間
三
座
を
建
て
、

@
 

〈

U
鎖
口
問
)
と
交
互
に
こ
れ
を
啓
閉
し
て
挑
溶
と
行
舟
と
を
相
擬
げ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

本
聞
の
東
に
さ
ら
に
新
た
に
支
河
を
聞
き
、

名
づ
け
て
東
銀

(
口
)
聞
と
い
い

西
間

そ
れ
は
巡
漕
御
史
買
名
儒
の
奏
請
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。

五

過
洪
入
間
と
其
の
程
限

前
節
に
お
い
て
は
、
茶
城
に
お
け
る
黄
水
の
倒
濯
と
絞
塾
を
避
け
る
た
め
、
そ
の
近
傍
に
お
い
て
塔
山
支
河、

羊
山
新
河

(鋲
口
問
河
〉
な
ど

の
新
渠
の
開
墾
さ
れ
た
次
第
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

本
節
で
は
も

っ
ぱ
ら
漕
船
の
該
地
黙
を
通
過
す
る
上
で
の
程
限
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
て
み
よ
う
。

い
っ
た
い
、
中
河
(
河
漕
〉
の
東
南
端
と
西
北
端
で
あ
る
准
安
と
徐
州
は
、

一
一は
黄
河
が
准
河
に
相
舎
す
る
貼
、
一
は
黄
河
が
酒
河
に
相
禽
す



潜
季
馴
の
「
申
筋
鮮
船
疏
」
と
こ
れ
に
制
到
す
る
工
部

黄
河
南
北
の
衝
に
首
た
る
の
で
、
漕
船
の
過
壷
後
、

通
済
聞
で

鎮
口
聞
で
は
そ
の
閉
口
を
閉
し
て
黄
水
の
内
濯
に
よ
る
運
道
の
齢

塾
を
禦
い
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
蓋
し
夏
秋
の
候
は
黄
河
の
増
水
期
で
あ
り
、
五
、
六
月
に
費
す
る
水
を
伏
水

〈
伏
叩
り

と

い
い
、
七
、
八
月
に
設
す
る
水
を
秩
水
(秋
訊
)
と
い
う
が
、
こ
の
時
期
の
黄
河
は
水
勢
が
最
も
盛
ん
で
、
土
砂
の
含
有
量
も
従
っ

て
多
い
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
関
連
し
、
漕
船
が
こ
の
二
つ
の
要
所
を
通
過
す
る
に
つ
い
て
程
限
を
定
め
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
過
准
」
と

「
過
洪
入
間
」
の
程
限
を
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
明
代
の
漕
運
史
上
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
一
事
責
た
る
を
失
わ
な
い。

限
に
つ
い
て
は
、
明
史
巻
七
九
、
食
貨
三
、
漕
運
の
篠
に
、

る
黙
で
あ
る
故
に
、
そ
の
暴
漉
時
に
お
い
て
は
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
っ
た
。

の
「
覆
疏
」
(
河
防
一
覧
巻
一
二
)
に
、
准
安
の
逼
済
問
と
徐
州
の
鎮
口
問
は
、

は
六
月
初
旬
そ
の
間
外
に
腰
場
を
築
い
て
〈
九
月
初
旬
ま
で
〉
横
流
を
遁
め
、

こ
の
う
ち
過
准
の
程

世
宗
定
過
准
程
限
。
江
北
十
二
月
。
江
南
正
月
。
湖
贋
・
漸
江
・
江
西
三
月
。
神
宗
時
改
震
二
月
。

-77 -

と
あ
り
、
高
暦
曾
典
巻
二
七
、
禽
計
三
、
漕
運
、
漕
規
の
燦
に
も

「
運
糧
程
限
」

と
し
て
こ
れ
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
は
地
方
の
遠
近
に
よ
っ

て
差
遣
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

最
も
遠
隔
地
で
あ
る
湖
底
・
新
江
・
江
西
の
三
織
の
官
軍
に
つ
い
て
言
え
ば
、
嘉
靖
八
年
の
議
准
で
は
三
月

@
 

以
裏
を
限
り
、
高
暦
二
年
の
題
准
で
は
二
月
以
裏
を
限
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
過
准
の
場
合
は
暫
く
措
き
、

こ
こ
で
は
明
史
や
曾
典

に
記
載
の
な
い
過
洪
入
聞
の
場
合
を
問
題
に
し
よ
う
。

さ
て
、
過
洪
の
洪
は
徐
州
洪
を
指
し
、

徐
州
城
の
東
南
二
里
に
在
っ
て
、
更
に
そ
の
東
南
六
十
里
に
在
る
呂
梁
洪
と
共
に
運
道
陣
一
の
難
所

で
あ
る
。
ま
た
入
間
と
は
過
洪
の
後
、
徐
州
を
経
て
間
河
〈
茶
城
|
|
臨
清
〉
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
過
洪
入
聞
に
一
定
の
期
限
を
設

け
る
よ
う
に
な
っ
た
直
接
の
契
機
は
、
隆
慶
四
年
九
月
、
黄
河
の
決
潰
に
よ
っ
て
漕
船
八
百
般
が
漂
損
し
、

漕
卒
千
絵
人
が
溺
死
し
、

漕
糧
二

@
 

十
二
蔦
六
千
二
百
除
石
を
失
っ
た
椿
事
の
護
生
に
あ
る
ら
し
い
。
そ
し
て
貫
録
、
同
年
同
月
丙
民
の
僚
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る。
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戸
部
覆
御
史
唐
錬
傑
上
漕
運
事
宜
。
請
令
江
西
・
湖
贋
・
漸
江
各
布
政
司
管
糧
参
議
一

員
。
督
運
船
赴
瓜
儀
。
興
潜
運
委
官
交
代
。
後
期

者
罰
治
降
瓢
。
運
軍
数
少
。
令
司
道
府
街
。
子
正
丁
舎
徐
屯
操
中
余
補
。
修
船
責
成
工
部
分
司
。
清
河
催
督。

宜
事
救
徐
州
兵
備
副
使。
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限
四
月
終
過
洪
入
問
。
漕
司
比
過
准
例
。

一
種
奏
報
。
上
命
悉
如
議
行
。

す
な
わ
ち
、
御
史
唐
錬
の
候
上
し
た
漕
運
事
宜
の
内
容
は

付
江
西

・
湖
贋

・
新
江
各
布
政
司
の
管
糧
参
議
は

運
船
に
同
乗
し
て
瓜
儀
(
瓜
洲
銀
・
儀
員
際
)
に
赴
き
、
こ
こ
で
漕
運
の
委
官
と
任
務
を

交
代
す
る
こ
と
。

ω運
糧
軍
士
に
は
正
丁
の
ほ
か
舎
除
(
軍
戸
の
二
、
三
男
〉
よ
り
も
象
補
す
る
こ
と
。

同
修
船
は
工
部
分
司
に
責
成
す
る
こ
と
。

回
清
河

(
H細
河
〉
沿
岸
の
催
督
は
徐
州
兵
備
副
使
の
責
任
と
し
、

@
 

中
央
に
報
告
す
る
こ
と
。

四
月
末
日
ま
で
に

「過
洪
入
間
」
せ
し
め
、
過
准
の
例
に
準
じ
て
こ
れ
を

で
あ
り

そ
れ
は
直
ち
に
貫
行
に
移
さ
れ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

し
か
し
貫
録
の
翌
五
年
五
月
庚
辰
の
僚
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
に
は
「
漕

舟
向
お
未
だ
洪
に
抵
り
聞
に
入
ら
ざ
る
」
紋
態
に
あ
っ
た
し
、

ま
た
同
年
八
月
丙
午
の
僚
に
よ
る
と
、

し
。
而
れ
ど
も
聞
に
入
る
者
は
十
の
う
ち
二
、
三
に
及
ば
ず
」
と
い
う
敗
態
に
あ
っ
た
。

「
今
歳
漕
船
准
を
過
ぐ
る
こ
と
濁
り
早
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こ
う
し
て
見
る
と
、
唐
錬
の
上
疏
に
よ
っ
て
、
過
洪

入
問
の
程
限
は
一
先
ず
四
月
末
日
と
定
め
ら
れ
た
に
し
て
も
、

綱
紀
の
弛
肢
が
甚
だ
し
か
っ

た
嘗
時
に
あ
っ
て
は
、

そ
れ
は
未
だ
文
字
通
り
に

は
厳
守
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
貫
録
の
六
年
二
月
美
巴
の
僚
に
は
、

躍
科
左
給
事
中
の
錐
遣
が
、
漕
規
を
戒
筒
す
る
五
事
を
篠
奏

し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
督
糧
道
(
H
H

各
布
政
司
の
管
糧
参
議
)
は

瓜
儀
ま
で
の
同
乗
で
は
な
く
、

更
に
北
上
し
て
過
洪
入
閉
ま
で
の
同
乗
を

求
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
緯
が
あ
っ
て
後
、
同
年
六
月
庚
辰
の
僚
を
見
る
と
、
改
め
て
、

定
漕
運
程
限
。
毎
歳
十
月
間
倉。

十
一
月
免
完
。
十
二
月
開
督
。

二
月
過
准
。
三
月
過
洪
入
問
。
四
月
到
間。

永
篤
定
例
。
従
向
書
朱
衡

議
也
。

⑪
 

と
あ
り
、
ま
た
園
権
巻
六
八
、
同
年
同
月
同
日
の
僚
に
も
、

申
筋
漕
期
。
歳
十
月
民
聡
粟
。
十
一
月
潜
卒
受
粟
。
十
二
月
設
舟
。

二
月
過
准
。
三
月
歴
問
。
四
月
抵
張
湾
。
従
工
部
尚
書
朱
衡
之
議
。



と
あ
っ
て
、
そ
の
意
は
賓
録
と
同
様
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
毎
年
十
月
の
開
倉
(
納
戸
が
最
寄
り
の
運
糧
衡
所
の
倉
に
漕
糧
を
運
び
こ
む
こ
と
)
よ
り

翌
年
四
月
に
逼
州
の
張
家
湾
に
到
着
す
る
ま
で
の
程
限
を
正
式
に
定
め
、
そ
の
途
中
で
は
、
二
月
に
過
准
し
、

三
月
に
過
洪
入
閉
す
る
と
の
規

@
 

定
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
工
部
尚
書
朱
衡
の
渡
議
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
つ
い
で
貫
録
、

同
年
十
一
月
庚
成
の
僚
を
見
る
と
、

兵
部
右
侍
郎
で
河
遵
を
総
理
し
た
寓
恭
が
ま
た
河
漕
事
宜
四
款
を
篠
奏
し
て
お
り
、
そ
の

一
款
に
は
、

一
巌
遅
速
之
令
。
黄
河
伏
秋
水
高
。
運
船
所
避
。
宜
令
江
南
糧
儲
。
各
督
尾
習
。
遁
限
過
徐
州
洪
。
勿
至
興
怒
河
開
。
三
月
過
洪
者
以
上

務
教
鷲
。
四
月
過
者
次
之
。
延
至
五
月
後
者
議
罰
。
因
而
遇
水
漂
在
者
。
従
重
議
擬
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
江
南
の
糧
儲
道

(
H管
糧
参
議
)
は
漕
船
に
同
乗
し
て
過
洪
入
間
す
べ
き
こ
と
が
提
言
さ
れ
、
そ
れ
が
五
月
以
後
に
な
っ
た

場
合
に
は
鹿
罰
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

四
月
末
日
ま
で
の
過
洪
は
な
お
大
目
に
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る。

で
は
、
隆
慶
六
年
六
月
正
式
に
定
め
ら
れ
た
過
洪
入
聞
の
程
限
会
一
月
)
は
、

元
年
の
漕
運
に
つ
い
て
見
る
に
、
ま
ず
貫
録
、

同
年
三
月
庚
子
の
僚
に
は
、

そ
の
後
果
た
し
て
遵
守
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

翌
高
暦
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漕
運
都
御
史
王
宗
泳
奏
。
漕
糧
三
百
一
十
蔦
一
千
五
百
石
一
斗
。

壷
。
漕
政
更
新
。
大
計
修
整
。
宗
泳
以
篤
明
良
合
徳
所
致
云。

童
数
過
准
。

去
歳
三
月
過
准
己
篤
早
。

然
向
有
閏
月
。
今
則
二
月
甫

と
あ
り
、

つ
い
で
四
月
丙
子
の
僚
に
は
、

督
漕
御
史
張
憲
朔
奏
。
今
歳
漕
糧
四
百
蔦
石
。
除
災
例
准
改
及
山
東
河
南
徐
州
例
不
過
准
洪
弁
留
常
盈
倉
外
。
賓
該
過
洪
糧
三
百

一
十
蔦

一
千
九
百
五
石
一
斗
。
共
船
八
千
五
百
二
十
六
隻
。
以
正
月
九
日
起
。
至
四
月
十
日
悉
数
過
洪
。
糧
既
全
運
且
無
問
。
較
之
上
年
過
洪
尤

早
。
因
蹄
功
河
漕
臣
鷲
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
前
年

(H
隆
慶
六
年
〉
の
漕
糧
は
三
月
に
遁
准
し
た
が
、
こ
れ
で
も
例
年
よ
り
は
早
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
年

に
は
二
月
に
閏
月
が
あ
っ
た
の
で
、
三
月
と
言
っ
て
も
そ
の
貰
質
は
四
月
と
異
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
年

(リ
高
暦
元
年
)
は
、

漕
糧
三
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百
一
十
蔦
一
千
絵
石
、

船
八
千
五
百
二
十
六
隻
が
、

正
月
九
日
に
開
封
南
(
稜
舟
〉
し
、

二
月
に
こ
と
ご
と
く
過
准
し
、

四
月
十
日
に
こ
と
ご
と
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く
過
洪
し
た
の
で
、
漕
政
は
一
一
挙
に
面
目
を
更
新
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
蔦
暦
元
年
の
漕
政
の
更
新
に
直
接
関
興
し
た
の
は
王
宗
泳
と
潜
允
端
で
あ
り
、

西
国
間
見
録
巻
三
八
、

戸
部
七

漕
運

後
、
前
言
の
僚
に
は
、
大
意
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
文
を
載
せ
て
い
る
。
王
宗
泳
が
総
漕
に
任
命
さ
れ
る
と
、
湾
政
に

一
家
言
を
有
す
る
潜
允
端
を

配
置
換
え
し
て
漕
儲
を
専
理
せ
し
め
た
。
嘗
時
は
運
期
が
常
に
遅
れ
勝
ち
で
、

漕
舟
が
河
漕
(
准
安
|
|
徐
州
〉
に
入
る
こ
ろ
に
は
黄
河
が
暴
波

し
て
し
ば
し
ば
舟
が
轄
覆
し
、

ま
た
北
方
に
行
け
ば
寒
気
の
た
め
に
結
氷
が
早
く
て
途
中
に
進
行
を
阻
止
さ
れ
、

そ
の
た
め
京
儲
が
空
虚
と
な

達
し
た
の
で
、
こ
こ
に
お
い
て
漕
政
は
一
新
し
た
と
い
う
。

る
と
い
う
事
態
が
績
い
て
い
た
。
そ
こ
で
潜
允
端
は
有
司
を
監
督
し
官
軍
を
部
勤
し
て
、
二
月
に
准
に
至
り
五
月
に
聞
に
入
り
八
月
に
天
津
に

た
だ
右
の
文
で
は
そ
の
年
代
が
今
一
つ
明
瞭
で
な
い
が
、
貫
録
に
よ
る
と
、
王
宗

泳
が
都
察
院
右
副
都
御
史
と
な
っ
て
湾
運
を
綿
督
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
隆
慶
五
年
十
月
の
こ
と
で
あ
り
、@

 

司
右
参
政
の
潜
允
端
が
准
安
に
移
駐
し
漕
務
を
専
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
翌
六
年
正
月
の
こ
と
で
あ
る
。

月
に
聞
に
入
り
八
月
に
天
津
に
達
し
た
と
い
う
の
は
、
前
掲
賓
録
の
寓
暦
元
年
三
月
庚
子
(
二
月
に
准
を
過
ぐ
〉
及
び
四
月
丙
子

(四
月
十
日
に
洪

し
て
み
る
と
、
二
月
過
准
、

三
月
過
洪
入
閉
の
程
限
は
、

彼
の
上
言
に
よ
っ
て
山
東
布
政

そ
し
て
、
二
月
に
准
に
至
り
五
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を
過
ぐ
)
の
僚
と
相
反
し
な
い
。

蔦
暦
元
年
に
は
未
だ
完
全
に
は
達
成
さ
れ
て
い
な

、e
h

、

L
カ

王
宗
泳
と
潜
允
端
の
努
力
に
よ
り
、
曲
り
な
り
に
も
寅
現
の
軌
道
に
乗
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

貫
録
の
二
年
六
月
丁
未
の
候
を
見
る
と
、

@
 

を
提
議
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
議
は
採
揮
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
翌
三
年
の
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

同
年
三
月
己
酉
の
僚
に
、

こ
こ
で
は
王
宗
泳
は
一
歩
後
退
し
て
三
月
絡
に
遁
准
し
、

四
月
末
に
過
洪
す
る
こ
と

四
年
の
漕
運
に
つ
い
て
は
、
貫
録
、

総
督
漕
蓮
侍
郎
呉
桂
芳
疏
報
。
高
暦
四
年
分
慮
運
漕
糧
四
百
高
石
。
内
除
改
折
裁
留
井
山
東
河
南
徐
州
例
不
過
准
外
。
貫
該
過
准
糧
二
百

八
十
二
高
八
千
五
百
七
十
五
石
九
斗
九
升
一
合
。
畑
上
年
波
規
。
以
霜
降
前
一
日
護
軍
。

大
寒
前
一
日
開
先
。
自
高
暦
三
年
十
二
月
初
七

日
起
。
至
高
暦
四
年
二
月
二
十
二
日
止
。

運
官
孫
承
忠
等
管
押
帯
虹
。
共
計
八
千
二
百
一
十
隻
。
装
載
前
糧
。
倶
蓋
数
過
准
詑
。

と
あ
り
、

つ
い
で
五
月
美
巳
の
僚
に
、



巡
漕
御
史
陳
功
報
。
本
年
糧
虹
八
千
三
百
一
一十
隻
。
子
四
月
十
四
業
壷
過
洪。

溜
。
軍
夫
二
百
凱
箪
四
十
銭
篠
。
始
挽

一
虹
上
。
幸
未
途
限
。
報
開
。

現
去
年
補
選
数
日
。

蓋
縁
三
月
二
十
一
日
陵
有
曲
頭
之

』
H
F

と
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
時
に
は
潜
糧
二
百
八
十
二
寓
八
千
絵
石
、
船
八
千
二
百
一
十
隻
が
、
前
年
の
十
二
月
七
日
に
開
智
し
、

四
年
二

月
二
十
二
日
に
過
准
し
、

四
月
十
四
日
に
過
洪
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
過
洪
の
程
限
は
規
定
の
三
月
末
日
を
超
え
、
前
年
に
比
べ
て
も
な
お
数

は
い
た
ん

日
遅
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
三
月
二
十
一
日
に
曲
頭
集
(
部
州
)
で
急
流
に
遭
い
、

軍
夫
二
百
人
、
凱
筆
(
竹
の
ひ
き
づ
な
)
四
十
徐
篠
を
用
い

と
に
か
く
、

一一一
月
末
日
ま
で
に
過
洪
入
閉
す
る
と
い
う
正
規
の
程

て
よ
う
や
く
一
虹
を
挽
上
す
る
と
い
う
朕
態
で
あ
っ
た
た
め
と
し
て
い
る
。

限
は
、
現
買
に
は
必
ず
し
も
巌
守
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

に
も
拘
わ
ら
ず
そ
れ
が
漕
規
と
し
て

一
定
の
拘
束
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と

寓
暦
三
十
二
年
糊
河
(
李
家
港
|
|
直
河
口
)
が
閉
塞
さ
れ
、
漕
船
が
も
は
や
一
般
に

@
 

は
徐
州
を
通
過
す
る
こ
と
の
な
く
な
る
ま
で
守
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、

は
こ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

最
後
に
、
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右
の
過
洪
入
聞
の
程
限
と
関
連
し
て
附
言
す
べ
き
は
、
漕
蓮
総
兵
官
の
徐

・
郊
地
方
へ
の
移
駐
で
あ
る
。
元
来
、
漕
運
練
兵
官

(
武
官
)
は
漕
運
綿
督
(
文
官
)
と
共
に
明
代
漕
運
の
最
高
責
任
者
で
あ
り
、
南
者
は
共
に
准
安
に
駐
在
し
て
漕
政
全
般
を
指
揮
し
て
い
た
。
そ

れ
が
明
末
に
な
る
と
、
毎
年
漕
船
の
起
行
時
に
お
い
て
准
安
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
徐
・
却
及
び
揚
州
地
方
に
移
駐
す
る
習
慣
と
な
っ
た
の
で
、
明
史

巻
七
九
、
食
貨
三
、
漕
運
の
僚
に
は
、

凡
歳
正
月
。
線
漕
巡
揚
州
。
経
理
瓜
准
遁
問
。
糟
兵
駐
徐
郊
。
督
遁
洪
入
問
。
同
理
潜
参
政
。
管
押
赴
京
。

と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
漕
運
総
兵
官
に
つ
い
て
言
え
ば
、

郊
州

・
徐
州
へ
移
駐
し
て
過
洪
入
聞
を
催
督
し
、
そ
の
後
さ
ら
に
理
漕
参
政

(
湾
運
参
政
〉
と
共
に
漕
船
を
管
押
し
て
京
師
に
赴
く
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
が
何
時
か
ら
の
鐙
制
で
あ
る
か
は
こ
こ
に
明
言
し
て
い
な
い
が
、

こ
の
記
事
が
貫
録
の
隆
慶
六
年
正
月
美
未
の
僚
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
こ
れ
ま
た
王
宗
休
の
奏
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
蔦
暦
舎
典
巻
二
七
、
戸
部
、
曾
計
三
、
漕
運、

督
運
官
員
の
僚
に
は
こ
れ
よ
り
早
く
、

(
隆
慶
〉
四
年
題
准
。
漕
船
起
行
。
都
御
史
坐
鎮
准
安
。
参
賂
移
駐
瓜
儀
。
組
兵
駐
徐
州
。
各
分
経
理
。
催
督
船
糧
。
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と
あ
る
か
ら
、
潜
運
組
兵
官
が
徐
州
に
移
駐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
隆
慶
四
年
以
来
の
こ
と
で
あ
り
、

恐
ら
く
こ
の
年
黄
河
の
決
潰
に
よ
っ

て
多
数
の
漕
船
が
覆
渡
し、

多
量
の
漕
糧
が
漂
失
し
た
か
の
椿
事
の
誕
生
を
直
接
の
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

以
上

五
節
の
論
旨
を
要
略
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

明
代
こ
と
に
そ
の
後
宇
期
の
漕
運
は
、
徐
州
よ
り
准
安
に
至
る
開
、
黄
河
の
流
れ
を
利
用
し
て
行
わ
れ
た
が
、

そ
れ
は
利
黙
の
あ
っ
た
反
面

に
大
き
な
歓
貼
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
弘
治
八
年
、
劉
大
夏
の
河
工
に
よ
り
黄
河
の
正
流
は
徐
州
城
東
北
隅
の
小
浮
橋
に
出、

酒
河
(
悶
漕
)
に
舎
し
た
が
、
嘉
靖
末
年
に
は
城
北
三
十
里
の
茶
城
に
出
た
の
で
、
隆
慶
以
後
こ
の
地
は
潜
黄
交
舎
の
衝
に
嘗
た
り
、
毎
年
伏
秋

の
時
節
に
は
黄
水
の
倒
濯
と
こ
れ
に
よ
る
淡
堂
が
甚
だ
し
く
、
漕
船
の
通
行
に
は
多
大
の
障
害
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、

隆
慶
三
年
に
は
翁
大
立
が
馬
家
橋
よ
り
子
房
山
に
至
る
八
十
里
の
聞
に
新
河
を
開
く
こ
と
を
提
議
し
た
が
、

こ
の
計
重
は
結
局
董
餅
に
蹄
し

- 82一

た
。
ま
た
、
蔦
暦
二
年
に
は
久
し
く
贋
間
と
な
っ
て
レ
た
境
山
聞
を
復
建
し
て
梁
境
問
と
し
た
が
、

こ
れ
は
黄
水
が
茶
城
よ
り
掴
河
に
朔
っ

て

上
流
が
淡
塞
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
。

茶
城
附
近
で
現
買
に
開
撃
さ
れ
た
新
河
は
、
箭
腫
龍
が
山
東
副
使
整
筋
徐
州
等
昆
兵
備
で
あ
っ
た
時
(
高
暦
元
年
二
月
|
|
四
年
十
二
月
)
に
開

い
た
塔
山
支
河
で
、
そ
の
位
置
は
河
防
一
賢
の
「
全
河
園
設
」
に
よ
り
大
陸
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
れ
は
わ
ず
か
数
年
に
し
て
淡
阻
し

た
の
で
、
こ
れ
に
代
わ
る
新
河
が
蔦
暦
十
一
年
、
陳
瑛
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
。

そ
れ
は
梁
境
問
よ
り
奮
河
の
コ

l
ス
と
分
か
れ
、
茶
城
を
経
由

す
る
こ
と
な
く
新
建
の
内
華
問
|
|
古
洪
聞
を
鰹
て
黄
河
に
舎
し
た
も
の
で
、

全
長
十
一
里
、
古
洪
閉
の
位
置
は
黄
河
口
を
去
る
こ
と

一
百
八

十
除
丈
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
河
を
羊
山
新
河
と
い
う
。

そ
の
後
高
暦
十
六
年
に
至
り
常
居
敬
が
古
洪
閉
の
下
流
、
河
口
を
去
る
こ
と
八
十
丈
の

位
置
に
も
う

一
つ
銀
ロ
閑
を
増
建
し
、
高
暦
十
九
年
に
は
鎖
口
問
の
東
に
さ
ら
に
支
河
を
聞
い
て
東
鎮
口
聞
を
建
て
、
銀
口
問
と
交
互
に
啓
閉

し
か
し
銀
口
聞
に
お
け
る
黄
水
の
淡
堂
は
依
然
と
し
て
こ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
漕

し
て
挑
溶
と
行
舟
と
を
相
醗
げ
な
い
よ
う
に
し
た
。



な
お
、

運
の
安
全
は
、
高
暦
三
十
二
年
、
湖
河
の
開
撃
さ
れ
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

漕
船
が
徐
州
を
通
過
す
る
に
つ
い
て
「
遁
洪
入
間
」
の
程
限
を
定
め
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
一
事
責
で
あ
る
。
過
洪
と
は
徐
州
洪
を

そ
れ
は
隆
慶
四
年
、

は
じ
め
て
四
月
末
日
を
期
限
と
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た

そ
し
て
そ
れ
は
伽
河
が
聞
か
れ
、

漕
船
が
一
般

過
ぎ
る
こ
と
を
い
い
、
入
間
と
は
問
漕
に
入
る
こ
と
を
い
う
。

が
、
隆
慶
六
年
、
改
め
て
朱
衡
の
議
に
従
い
三
月
末
日
を
期
限
と
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

て
過
洪
入
聞
を
催
督
す
る
こ
と
は
隆
慶
四
年
に
始
ま
り

に
徐
州
を
通
過
す
る
こ
と
の
な
く
な
る
ま
で
、
漕
規
と
し
て

一
定
の
拘
束
力
を
持
っ
て
い
た
。

ま
た
潜
運
線
兵
官
が
准
安
よ
り
徐
州
に
移
駐
し

隆
慶
六
年
以
後
に
は
さ
ら
に
漕
船
を
管
押
し
て
京
師
に
赴
く
制
と
な

っ
た
。

註
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①
星
斌
夫
箸

『
大
運
河
|
|
中
園
の
漕
運
|
|
』
(
九
一一一||一

O
一
頁
)

参
照
。

②

拙
稿
「
明
代
徐
州
地
方
に
お
け
る
賞
河
の
氾
濫
|
|
夏
鎖
河
・
湖
、河
開

撃
の
原
因
を
め
ぐ
っ
て
||
」
(星
博
士
退
官
記
念
中
園
史
論
集
〉
参
照
。

③
拙
稿
「
明
代
漕
運
の

一
勧
||
徐
州
洪
と
呂
梁
洪
||
」
(
奈
良
女
子

大
田
学
文
撃
部
研
究
年
報
第
二
十
三
続
〉

参
照
。

④

正
統
十
三
年
に
は
黄
河
は
南
波
に
分
か
れ
、
一
は
後
四
停
の
孫
家
渡
よ
り

南
流
し
て
項
績
に
入
り
、

一
は
新
郷
の
八
柳
樹
よ
り
北
流
し
て
張
秋
に
入

っ
た
の
で
あ
り
、

一詠
化
類
編
の
こ
の
記
述
は
正
確
で
は
な
い
。
明
史
を
八

三、

河
渠

て
黄
河
上
参
照
。

⑤

泌
河
は
山
西
の
泌
源
鯨
の
綿
山
の
東
谷
に
出
で
、
太
行
山
麓
よ
り
河
南

の
原
武
豚
の
黒
陽
山
に
至
っ
て
休
河
と
合
流
し
、
徐
州
に
至
っ
て
運
河
に

入
り
徐
呂
二
洪
を
演
っ
た
。
蔦
暦
曾
奥
巻
一
九
六
、

工
部
、

河
渠
て
ぬ

河
参
照
。

⑤

皇
明
詠
化
類
編
、
抽
出
河
港
九
七
。
自
主
明
世
法
録
径
五
三
、
黄
河
、
圏
朝

河
決
考
古
器
。
河
防
一
覧
巻
五
、
歴
代
河
決
考
。

⑦

蔦
暦
徐
州
志
巻
一
、
山
川
、
休
河
に、

一
名
目山
河。

一
名
小
黄
河
。
按
一
統
志
。

休
河
源
出
河
南
祭
陽
際
大
周

山
。
東
流
至
中
牟
綜
入
賞
河
。
泌
河
出
山
西
、必
源
線
。
経
山
東
流
歪
河

南
懐
慶
府
入
賞
河
。
叉
妓
漕
河
志
。
河
居
中
。
持
作
居
南
。
泌
居
北
。
河

南
徒
則
輿
休
合
。
北
徒
則
輿
泌
合
。
故
此
河
之
名
有
三
。
今
日め
水
久
不

透
。
唯
河
合
子
休
爾
。
故
請
之
休
河
。

と
あ
る
。

③
道
光
銅
山
鯨
志
巻
二
、
山
川
の
濁
河
の
項
に
は
「
城
北
二
十
里
。
奮
止

有
小
河
入
泊
。
後
休
水
皆
由
此
出
。
隆
慶
中
淡
」
と
し
て
い
る
。

@

な
お
、
大
清
一
統
志
巻
六
九
、

徐
州
府
、
山
川
の
僚
に
よ
れ
ば
、
濁
河

は
銅
山
懸

(
H徐
州
府
城
)
の
西
北
二
十
里
に
在
っ
た
と
し
て
い
る
。

⑫
貫
録
、
高
暦
二
十
五
年
三
月
己
未
、
徳
河
術
書
楊
一

魁
奏
言
。

⑪

以

上
、
嘉
靖
三
十
七
年
及
び
四
十
四
年
の
氾
濫
に
つ
い
て
は
註
②
拙
稿

参
照
。
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な
お
、
都
給
事
中
常
居
敬
の
欽
常事救払
調
査
理
河
漕
疏
(
河
防

一
寛
容

一

四
)
に
は
「
初
従
於
溜
滞
。
再
徒
於
秦
溝
。
三
従
於
濁
河
口
」
と
言
い
、

黄
河
が
濁
河
に
徒
っ
た
時
期
と
秦
務
に
従
っ
た
時
期
が
貫
録
と
は
逆
に
な

っ
て
い
る
が
、
蔦
暦
徐
州
志
巻
一
、
山
川
に
よ
れ
ば
、
潟
河
に
つ
い
て
は

「
隆
慶
中
被
」
と
言
い
、
秦
穏
に
つ
い
て
は

「
自
隆
度
中
街
成
大
河
」
と

言
っ
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
黄
河
は
渇
河
に
注
い
だ
の
ち
秦
構
に
注
い
だ

と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

⑫
た
と
え
ば
賃
銀
、
高
暦
元
年
九
月
了
未
の
僚
に
は
、

茶
城
齢
塞
二
十
徐
塁
。
蔦
恭
起
夫
政
官
同
挑
溶
間
放
。
回
空
糧
船
舶
蹴
千
。

阻
於
上
河
者
不
下
五
十
徐
塁
。

と
あ
り
、
同
九
年
七
月
壬
成
朔
の
僚
に
は
、

茶
城
至
留
城
一
幣
。
運
道
咽
喉
。
節
因
黄
水
倒
泌
。
停
淡
漸
高
。
運
船

率
多
浅
阻
。

と
あ
る
。

⑬
質
録
、
高
暦
三
年
八
月
丁
丑
の
僚
に
、

茶
城
一
徴
。
運
遁
咽
喉
。
頻
年
波
決
。
迄
無
成
功
。

と
あ
る
。

⑬
図
縫
巻
六
六
、
穆
宗
隆
慶
三
年
九
月
美
図
。

⑮
讃
史
方
輿
紀
要
径
二

一九、

川
演
六
、
漕
河
に
よ
れ
ば
、
南
陽
悶
の
西

北
二
十
六
里
、
済
寧
州
城
の
南
に
在
る
天
井
閥
の
東
南
四
十
三
塁
に
仲
家

浅
間
が
在
る
。

⑮
貫
録
、
隆
度
四
年
七
月
壬
辰
。
問
、
高
暦
二
年
九
月
丙
子
。

⑫
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
本
の
校
勘
記
に

よ
れ
ば
、

「
佑
」
は

「
佑
」
に
作
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
(
際
方
言
館
本
〉
。

⑬
首
同
麿
徐
州
±
選
て
山
川
、
境
山
。
肉
筆
そ
漕
政
、
境
山
銀
問
。
明

史
巻
八
三
、
河
渠
て
黄
河
上
。
同
巻
八
五
、
河
渠
三、

運
河
上
。
な

お、

嘉
靖
二
十
年
の
建
問
に
つ
い
て
は
、
道
光
銅
山
鯨
志
巻
一
九
、
義
文

二
、
丁
汝
菱
の
「
修
境
山
間
記
」
が
あ
る
。

⑬
な
お
、
蔦
恭
の
奏
言
は
、

皇
明
世
法
録
径
五
O
、
南
河
に
も
「
復
諸
問

疏
」
と
し
て
見
え
て
い
る
。

③
な
お
、
讃
史
方
輿
紀
要
各
一
一
一
九
、
川
演
六
、
潜
河
の
梁
境
問
の
僚
に

は
、
漕
河
記
を
引
い
て
、

運
河
自
茶
城
北
出
臨
清
。
沓
有
七
十
二
浅
。

新
河
開
後
。
悉
信
周
通
渠。

惟
茶
城
震
黄
運
交
舎
問
。
正
値
運
盛
時
黄
水
浅
。
高
下
不
相
接
。
是
以

有
茶
城
責
家
間
之
浅
。
因
復
設
境
山
問
。
以
節
宣
之
。

と
言
い
、
ま
た
行
水
金
鑑
を
ご

二
、
運
河
水
の
高
暦
二
年
の
僚
に
も
、

境
山
問
者
。
悶
漕
之
外
戸
也
。
年
遠
蝿
変
遷。

棄正
局
不
治
。
上
下
多
浅
。

高
暦
初
。
乃
更
信
用
之
。
而
資
家
間
始
有
重
関
失
。
外
阻
寅
内
束
漕
。
雨

利
之
策
也
。

と
言
っ
て
、

梁
境
問
の
果
た
す
役
割
の
一
つ
に
水
位
の
調
節
、
す
な
わ
ち

積
水
閉
と
し
て
の
機
能
を
事
げ
て
い
る
。

③
道
光
銅
山
脈
志
巻
二
、
山
川
に
は
「
城
東
北
二
十
里
」
に
作
る
。

②
な
お
、
こ
の
文
の
概
略
は
議
史
方
輿
紀
要
巻
一
一
一
九
、

川
演
六
、
漕
河

の
僚
に
も
載
せ
て
い
る
。

@
前
出
、
常
居
敬
の
上
疏
に
は
「
後
因
於
阻
後
。
開
-
内
華
等
問
。
即
支
河

遺
意
也
」
と
言
っ
て
い
る
。

@
こ
の
新
河
の
開
撃
に
つ
い
て
、
議
史
方
輿
紀
要
各
二
一
九
、

川
演
六
、

漕
河
の
僚
に
は
、
河
湾
考
を
引
い
て
高
暦
九
年
と
し
て
い
る
が
こ
れ
は
誤

り
で
あ
る
。
な
お
、
高
暦
曾
典
巻
一
九
七
、
工
部
、
河
渠
二
、
閑
喝
の
僚

に
は
、
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内
華
間
古
洪
附
ニ
問
。
寓
暦
十
一
年
建

と
見
え
て
い
る
。

③
首
問
暦
二
年
の
進
土
。
工
部
都
水
司
郎
中
を
歴
て
、
宮
は
山
東
参
政
に
至

る
。
水
部
備
考
・
常
談
考
課
あ
り
(
明
人
停
記
資
料
索
引
上
参
照
〉
。

⑧
讃
史
方
輿
紀
要
巻
二
一
九
、
川
演
六
、
漕
河
の
僚
に
よ
れ
ば
、
大
浮
橋

(
徐
州
城
東
北
三
塁
)
よ
り
梁
境
問
に
至
る
ま
で
は
西
北
四
十
皇
、
小
浮

橋
(
徐
州
城
東
北
隅
〉
よ
り
古
洪
に
至
る
ま
で
は
三
十
絵
里
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
よ
り
す
る
と
新
河
の
全
長
を
十

一
里
と
す
る
の
は
極
め
て
安
蛍

の
よ
う
で
あ
る
。

@
讃
史
方
輿
紀
要
巻
一
一
一
九
、
川
演
六
、
漕
河
〔
引
河
漕
考
〕
。
な
お
、

註
③
参
照
。

③

道

光

銅
山
脈
志
各
二
、
山
川
の
張
孤
山
に
は
「
築
山
西
南
二
里
」
と

す
。

@
河
防
一
覧
巻
二
、
河
議
癖
惑
。
同
巻
一
二
、
河
上
易
惑
浮
言
疏
・
曾
勘

徐
城
鋲
口
疏
。

③
貧
臨
時
、
高
暦
十
六
年
正
月
葵
巳
の
燦
に
、
総
督
漕
運
右
余
都
御
史
の
楊

一
魁
が
僚
陳
し
た
十
事
を
載
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
一
つ
に
、

古
洪
聞

の
構
造
は
上
部
が
閥
く
下
部
が
狭
く
て
開
板
が
下
げ
難
く
、
且
つ
石
座
が

甚
だ
低
い
の
で
、
こ
れ
を
改
修
し
て
高
下
の
慶
狭
を
一
律
に
し
た
い
、
と

の
建
議
が
あ
る
。

@

河

防
一
覧
巻

一
二
、
舎
勘
徐
城
鋲
口
疏
。

②

讃

史
方
輿
紀
要
各
二
九
、
江
南
二
、

徐
州
、
牛
角
櫨
向
。

因
み
に
、
同
音一回
巻

二
一
九
、
川
一割六
、
漕
河
の
僚
に
は
、
河
漕
考
を
引

い
て
、

茶
城
の
東
八
里
に
古
洪
・
内
奪
三
閑
を
期
建
し
、
古
洪
閣
の
東
南

二
里
徐
に
鋲
口
問
を
増
築
し
た
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
鎖
口
問
の
位
置

を
古
洪
閑
の
東
南
二
里
徐
と
す
る
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
常
居
敬
の

租
陵
嘗
護
疏
(河
防
一
覧
巻
一
四
)
の
中
に
は
「
七
千
八
百
四
十
丈
。
該

四
十
三
里
五
分
五
鐙
」
「
七
千
三
百
七
十
丈
。

該
四
十
里
九
分
四
麓
」

「八

千
六
十
三
丈
。

該
四
十
四
呈
七
分
」
な
ど
の
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
計
算
す
る
と

一
里
は
一
百
八
十
丈
に
嘗
た
る
。
そ
し
て
、
前
引
の
河
上

易
惑
浮
言
疏
に
は
「
mm建
内
華
古
洪
二
問
。
:
:
・
而
去
黄
河
口
僅
一
里
」

の
文
が
あ
り
、
欽
奉
教
議
査
理
河
漕
疏
に
は
「
但
自
古
洪
以
至
河
口
。
向

有
一
百
八
十
徐
丈
」
の
文
が
あ
っ
て
、
前
者
の
「
一
里
」
と
後
者
の

二

百
八
十
徐
丈
」

に
ち
ょ
う
ど
一
致
し
、
こ
の
方
が
正
確
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
叉
、
方
輿
紀
要
が
、
茶
城
の
東
八
里
に
古

洪

・
内
筆
二
閑
を
朗
建
し
、
古
洪
閉
の
東
南
二
塁
徐
に
鋲
ロ
閣
を
増
築

し
、
銀
日
間
は
茶
城
の
東
南
十
塁
に
在
る
、

と
言
っ
て
い
る
の
は
少
し
く

正
確
を
紋
い
た
記
事
か
と
思
わ
れ
る
。

③

前

引
、
河
上
易
惑
浮
言
疏
。

@

河

上

易
惑
浮
言
疏
に
、

夫
銀
日
間
内
信
用
改
畑
清
流
。
銀
ロ
閉
外
免
責
め
濁
流
。
卒
時
清
濁
相
賞
。

内
水
外
出
頗
順
。

惟
黄
水
一

夜
。
則
責
強
清
弱
。
倒
潜
入
漕
。
而
河
渠

後
澱
。
此
理
勢
之
必
然
者。

と
あ
る
。

③

貫

録

、
高
暦
十
六
年
間
六
月
己
酉
の
僚
に

「総
督
河
道
都
察
院
右
副
都

御
史
潜
季
馴
題
」
と
し
て
そ
の
要
略
を
載
せ
て
い
る
。

⑧
な
お
、

銀
口
閑
河
は
、
湖
河
の
開
墾
さ
れ
た
後
は
も
っ
ぱ
ら
回
空
に
使

用
さ
れ
た
の
で
あ
る

(皇
明
世
法
録
巻
四
九
、
南
河
、
園
朝
南
河
孜
・
行

水
金
鑑
巻
一
一

一五
、
運
河
水

〔引
南
河
全
考
〕
参
照
)
。

②

尤
も
そ
の
質
況
に
つ
い
て
言
え
ば
、
隆
慶
四
年
以
前
に
お
い
て
は
、

五
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月
過
准
、
八
月
入
間
が
普
通
の
欣
態
で
、
時
に
は
こ
れ
よ
り
も
っ
と
遅

れ
、
関
税
(
設
舟
)
が
四
月
、
五
月
、
甚
だ
し
い
場
合
に
は
六
月
に
な
る

こ
と
さ
え
あ
っ
た
(
貫
録
、
蔦
麿
二
年
七
月
美
巳
。
西
国
間
見
録
径
三

七
、
戸
部
六
、
溜
運
前
、
梁
雲
飽
日
。
同
を
八
九
、
工
部
三
、
治
水
下
、

隆
腹
四
年
九
月
参
照
)
。

@

西

国

間
見
銀
各
八
九
、
工
部
三
、
治
水
下
、
参
照
。

な
お
、
貫
録
、
同
年
十
月
己
酉
の
際
に
よ
れ
ば
、
運
河
が
後
阻
し
糟
舟

が
至
ら
ざ
る
故
を
以
っ
て
、
提
督
漕
叩
連
総
丘
(
官
鋲
遠
侯
願
蜜

・
総
督
潜
運

侍
郎
越
孔
昭

・
総
理
河
遁
侍
郎
翁
大
立

・
徐
州
兵
備
劉
経
緯

・
参
将
願
承

勅
が
そ
れ
ぞ
れ
減
俸
・
降
級
な
ど
の
い
底
分
に
附
さ
れ
て
い
る
。

⑧
な
お
、
貫
録
、
同
年
十
一
月
乙
丑
朔
の
僚
に
も
、
徐
州
兵
備
は
毎
年
三

月
前
後
に
清
河
・
桃
源
・
宿
選
等
の
燃
に
駐
劉
し
、
首
該
府
州
燃
の
佐
武

官
を
選
委
し
地
方
を
分
か
っ
て
査
催
し
、
漕
司
は
過
洪
の
日
期
を
も
っ
て

具
奏
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

⑬

こ
の
文
は
、
園
朝
典
裳
を
九
七
、
戸
部
、
潜
運
の
僚
に
は
、

隆
慶
元
年

二
月
の
記
事
よ
り
も
後
、
同
四
年
五
月
の
記
事
よ
り
も
前
に
置
か
れ
て
い

る。

@

十
月
に
開
倉
し
、
十
二
月
に
免
完

・
開
督
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
嘉
靖

四
十
三
年
・
隆
慶
四
年
の
題
准
に
見
え
て
い
る
(
蔦
暦
曾
典
巻
二
七
、
舎

計
三、

清
運
、
潜
規
、
水
次
交
免
参
照
)
。

⑫
貫
録
、
隆
慶
五
年
十
月
甲
辰
。
同
六
年
正
月
辛
未
。

⑬

貫

録

、
蔦
暦
二
年
八
月
甲
辰
。

@
質
録
、
蔦
暦
三
十
二
年
正
月
乙
丑
の
僚
を
見
る
と
、
李
化
龍
が
湖
河
を

開
く
こ
と
を
疏
請
し
た
の
に
針
す
る
工
部
の
夜
奏
に
、
「
糧
船
過
洪
。
必

約
春
輩
。
寒
畏
河
波
。
運
入
伽
河
。
開
制
暮
無
妨
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

短
船
の
過
洪
を
春
釜
ま
で
と
約
す
る
の
は
、
黄
河
の
暴
滋
を
畏
れ
る
放
で

あ
る
と
い
う
。
春
吾
輩
は
「
春
の
お
わ
り
」
で
あ
り
、

陰
暦
で
三
月
の
末
日

で
あ
る
。
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people, including some cases where they formed societies which were

politically active. They were also the forerunners of the gangster groups

and secret societies which became prominent after the Sung 宋period｡

　　

In the bonds of sworn brotherhood （ａs in the case of the artificial

father-son relationship), the “ family ” relationships were ｅχtended　to

include all relatives of the persons concerned｡

　　

The bonds are illustrative, in ａ concrete way, of the popular society

which formed as the ｅχelusive character of the aristocratic society broke

down.

Ａ PARAGRAPH ON THE TRANSPORT OF OFFICIAL

　　　　　　　

GRAIN IN THE MING PERIOD

　　

The Problems of Channel Maintenancein the Area

　　　　　　　　　

around Ch'a-ch'eng(茶城)

　　　　　　　　　　　　

Tani Mitsutaka

　　

The transport of ｏ伍cial grain (tｓ'ａｏ-jy心漕運) during the Ming 明

period, especially during its latter half used ａ stretch of the Yellow River

between Hsii-chou 徐州and Huai-an淮安. Although this had advantages,

it also had one major weakness. The main channel of the Yellow River

in the eighth year of the Hung-chih 弘治period (1495) reached　down

to Hsiao-fu-ch'iao 小浮橋on the northeastern corner of Hsii-chou city,

where it was joined by the Ssu River 泗水(or the Ｃｈａ-tｓ'ａｏ閉漕).However,

in the last years of the Chia-ching嘉靖period (1522-1566) it only reached

Ch'a-ch'eng茶城, thirty li north of the city, and after the Lung-ch'ing 隆慶

(1567-1572) period this area became the ＣＯｎ丑uenceof the Yellow River

and the Cha-ts'ao. But every summer and autumn the increases　in the

amount of the reverse 丑ows resulted in intense silting of the junction,

which became ａ great obstacle for the passage of the transport ships｡

　　

In order to prevent this, new channels were dug in the neighbourhood

of Ch'a-ch'eng, separated from the old river. So, new artificialtributaries

were dug during the Wan-li 萬暦period (1573-1620).　They were : T'a-

shan塔山, dug by Shu Ying-lung 舒画龍in the early years ； and Yang-

shan羊山, dug by Ch'en Ying 陳瑛in the eleventh year (1583), which

- ３－



resulted in the founding of the Chen‘k'ou 漢□Watergate at its mouth in

the sixteenth year of this period (1588) by Ch'ang Chii-ching 常居敬.

But the silting up of the Yellow River at the Chen-k'ou Watergate, as

before, could not be prevented, and it was not until the Chia River 湖水

was dug in Wan-li 32 (1604) that grain transport no longer met with

these di伍culties｡

　　

Furthermore, one has to note that ships passing Hsii-chou were rest-

ricted by the established custom known as the“feiｔｏ一ｈｕｎｇ
ｊｗ一訪α過洪入閣”

limit、“Ｋ-ＵＯ-ｈｕｎｇ”(passingthe high waters) meant to pass the ＨsＵ･

chou-hung徐州洪, and “iｕ-ｃｈａ”(entering the Cha) meant to enter the

Ｃｈａ･ts'ao.In the sixth year of the Lung-ch'ing period (1572) the last

day of the third month was designated ａ time limit, and its importance

lay in the fact that the transport boats were hard pressed to reach this

point before the waters of the Yellow River swelled up.

LANDTAX, RENT AND THE LOCAL MAGISTRATES

　

The Example of Early Modem Chiang-nan（江南）

　　　　　　　　　

Takahashi Kosuke

　　

The district magisｔｉａｔｅ(chih-hｓｉｅｎ知蒜) was ａ so-called “magistrate

to herd the people ”（ｍＭ-miルliｕａｎ牧民官), an official“in charge of the

seal”（ｃｈｅｎｇ･ｙin-ｋｕａｎ正印官）ofthe rank 7A正七品，ａ title which was

created at the very end of the period of absolute control by the Ch'ing 清一

In this article the local government by the magistrates in Chiang-nan

江南during the ｅａｒlymodern period is investigated.

　　

Chiang-nan

　

was

　

ａ region where the landlordsystem―the landlord-

tenant-relationship―was clearly developed. The so-called“ xvan-tか,z k'ang-

お“頑佃抗租”phenomenon, i. e. the " stubborn tenants who refused to pay

the rent ” became more and more prevalent. The landlords attempted to

collect rents and arrears employing the power of the magistrates.　The view

was taken that magistrates would protect the interests of the landlords

in this way, since both in reality and principle, the collection of land tａχ

was dependent on the payment of rent. This two-tier system was described

in the following way :“ the tａχcomes from rent, and the rent comes from

　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－


